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                                １０：０１開議  

 

○ 竹野兼主委員長 

 それでは、皆さん、おはようございます。 

 インターネット中継を開始しますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、昨日に引き続きまして環境部関連の予算常任委員会都市・環境分科会をただ

いまより開会いたします。 

 昨日、議案第91号平成27年度四日市市一般会計予算、第１条歳入歳出予算、第４款衛生

費、第１項保健衛生費関係部分、第２項清掃費及び第２条債務負担当為関係部分につきま

して、説明については終了しておりますので、きょうは質疑から再開したいと思います。 

 それでは、質疑をお受けいたします。質疑のある方は挙手にて質疑を行っていただきた

いと思います。 

 ご質疑はございますか。 

 

○ 加納康樹委員 

 済みません、数点さくっといきますのでよろしくお願いします。 

 まず最初、昨日の追加資料でもご説明をいただきましたが、有害鳥獣への対応について

というところの説明の中で、アライグマ・ヌートリアの防除実施計画というのを定めた上

で対応していくということなんですけど、その計画ができる時期、そして実際問題、実行

できる時期の目途はいつになるんでしょうか。 

 

○ 人見環境保全課長 

 防除実施計画のほうは、今年度中には策定いたしまして環境省のほうの確認をいただく

予定でございます。 

 

○ 加納康樹委員 

 国のほうに確認の上、実際に動くことができる体制になるのはいつぐらいになるんでし

ょうか。 

 

○ 人見環境保全課長 
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 新年度早々には動き出したいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○ 加納康樹委員 

 わかりました。 

 どうするの。次にいくよ、いい。 

 

（「関連について」と呼ぶ者あり） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 有害鳥獣についての関連。 

 

○ 森 智広委員 

 この予算というのは、当初予算のどこに入っているんですか。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 この予算は予算書のどこに入っているかという質問ですけれど。 

 

○ 森 智広委員 

 予算書に入っているんですか。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 農水振興課のほうでもないんやな。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 そういうことやな。 

 

○ 渥美環境保全課環境調整係長 
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 環境調整係長の渥美と申します。 

 155ページの中段あたり、環境計画推進事業費の中の自然環境保全推進事業費の中で、

この特定外来生物であるアライグマ・ヌートリアの捕獲の費用として、特定外来生物捕獲

処分委託業務として50万円の予算を計上させていただいております。計画の部分について

は、特に予算として計上しておりません。 

 

○ 森 智広委員 

 これは商工農水部では猟友会さんに委託していますけど、環境部のほうも猟友会さんに

委託という形ですか、この50万円の予算というのは。 

 

○ 人見環境保全課長 

 この特定外来生物捕獲処分委託費の50万円ですが、同じく猟友会のほうにお願いしよう

と考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 森 智広委員 

 この予算は、今年度もあったんですか。新規事業ですか。 

 

○ 人見環境保全課長 

 平成27年度の新規事業でございます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 じゃ、続けて加納委員。 

 

○ 加納康樹委員 

 次、いきます。 

 どこというわけじゃないんですが、ごみ減量リサイクル推進店制度に絡んでですが、決

算常任委員会のときにも言わせていただいて、昨年度の決算常任委員会のときには、その

新規出店のところの対応が悪いんじゃないかということを言わせていただいて、その後、

環境部として動いていただいたからなんでしょうか、若干決算常任委員会のときに指摘を
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した店舗で動きがあるような気がしているんですが、それは自主的なのか、環境部さんの

ご指導のもとなのか、教えてほしいんですが。 

 

○ 前川生活環境課リサイクル係長 

 前川でございます。よろしくお願いします。 

 新しい店舗につきましては、それなりの対応、それなりのといいますか、常々お願いは

しておるところですけれども、特別な接触等はさせてもらっていませんが、電話等でのお

願いをさせていただいたということでございます。 

 その後の動きにつきましては、済みません、恐らくお店側が自主的に動いていただいて

いる部分というのも多いかと思いますけども、直接私らがいつからやってくださいという

ふうなことで明言をさせてもらったわけではないんですけれども、一応ご連絡はさせてい

ただきました。 

 

○ 加納康樹委員 

 一生懸命足を運んだから変わったんだと言ってほしかったんですけど、残念ながらそう

ではないようですね。でも、若干動きがあるようなので、どうせやっているんだったら推

進店制度に入ってもらうというような、そんなような働きかけもしてほしいなと思ってお

りますので、ぜひよろしくお願いをいたします。もうそれで結構です。 

 もう一点だけお願いします。 

 今度の新総合ごみ処理施設整備事業に絡んでなんですけど、これが１年後ぐらいにはで

きるんですが、実は、当該施設の目の前まで北勢バイパスが来ていて、あと１カ月もした

らちょっとだけ伸びると。伸びるのはいいんだけど、あそこの目の前のところが信号交差

点になっちゃうんですけど、信号をつけるというのは地元の要望か何かがあったんですか。 

 

○ 駒田新ごみ処理施設整備課長 

 済みません、ちょっとその辺についての確認はしていないんですけれども、ただ、あそ

こは交通量が、東芝さんへ行く車とかがかなり多いもので、当然右折車両等が今でもござ

いますので、直進車両があると交通の障害になるということで信号交差点をということで、

北勢バイパスのほうで整備を決めたというふうに思っておるんですけれども。 
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○ 加納康樹委員 

 そうであれば仕方がないんですけど、私、何となくあそこを見ていると、あんなところ

はもう閉鎖してもいいような気がしていて、何と言ったってバイパスじゃないですか、こ

れは道路整備の管轄ですけど、バイパスで信号をつけるとどういうことになるのかという

と、１カ月ぐらい前にできた中勢バイパスさんも信号のところで渋滞しちゃって意味がな

いみたいなそんな報道もされているわけで、バイパスに信号をつけるなんて愚の骨頂だと

思っているのと、それと東芝さん云々も、バイパスの１個手前か終点から回ればそう支障

はないと思っています。 

 それで、何が言いたいのかというと、早い話が、塵芥処理車の出入りのために信号をつ

けたのかなと、こんなような疑いを持っていたんですけど、そんなことはないんですね。 

 

○ 駒田新ごみ処理施設整備課長 

 私どもから塵芥処理車のために信号交差点をつけてくれという要望はしてございません。 

 今、私どもで聞いておりますのは、あそこは将来的には複線化されまして、信号のない、

普通のインターみたいな形に最終形態はなるというふうに聞いております。 

 

○ 加納康樹委員 

 これは前の議会で都市整備部のところで聞いて、今は暫定整備なので信号があるという

同様の説明を聞きました。だけどあれがフル整備になるなんて、まさに三平委員のおっし

ゃったとおりだと思うので。 

 それで、あそこの信号交差点が塵芥収集車のせいではないと言うんだったら、環境部さ

んのところでこれ以上しゃべることはしませんけど、信号をつけるのは絶対センスがない

よなということは、また次の都市整備部でも言おうかなと思っています。 

 以上です。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑はございませんか。 

 

○ 森 智広委員 

 これは平成27年度に直接関係はないんですけど、追加資料の５ページで、塵芥収集車の
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運用管理について資料提供いただいている部分なんですけれども、塵芥収集車をふやして

いこうと、こういう方針ですけれども、恐らくこれで人員的にも足りるということでよろ

しいですか。 

 

○ 田中生活環境課長 

 人員的には、こちらの資料の５ページのほうにもちょっと書かせていただいたんですけ

れども、清掃工場の労務職員のほうが外部委託されるというようなこともございまして、

そちらを持ってくるということと、あと車両の見直し等をする中で、中型塵芥収集車３台

のほうを切りかえるということになってきますと、そこから３人乗車が２名乗車となるこ

とから３人分生み出せるとか、そういった中で、例えば新たな職員の雇用とか、そういっ

た形にはつなげないということで考えております。 

 

○ 森 智広委員 

 燃やさないごみが、大体、ほぼなくなるんですね。６分の１か７分の１、もっとですか

ね。本当に少なくなるとすると、燃やすごみのほうはふえて、今そっちに焦点が当たって

いるんですけれども、じゃ、燃やさないごみはどうなるのかといったときに、相当収集が

楽になりますよね。そういう意味では、この10台という台数は変わらないですけれども、

その分についての労力の軽減というのは絶対あると思うので、この部分についての契約内

容の変更とかというのもまた１年かけて考えていくということなんですか。同じではない

ですよね、さすがに。 

 

○ 田中生活環境課長 

 そちらの部分で、特に外部委託の問題で軽減されるんじゃないかというようなことなん

ですけども、やはり外部委託の場合は一定の量をというんですかね、それを継続的にして、

例えば少なくなったからということで、当然委託料の減額というようなことにもなってく

るわけでございますので、そちらも踏まえて、例えばコースをもう一本ふやすとか、そう

いった形で考えて、委託の中で、例えば軽減されれば当然減らす必要もありますが、基本

的には埋める形というんですかね、例えばコースをもう一本余分にとってもらうとか、そ

ういう調整で一定の業務の確保をしていきたいと、こういうふうに考えております。 
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○ 森 智広委員 

 それは、収集回数がふえる可能性もあるということでいいんですか。 

 

○ 伊藤廃棄物対策室長 

 廃棄物対策室長の伊藤です。 

 委託をする予定の10台のことでよろしいかと思うんですけれども。今現在は、この10台

に関しましては、特にこの表の旧四日市市の委託の７台というのがあろうかと思うんです

けど、これについては、今燃やさないごみだけを収集してもらっています。ほんで、旧楠

町の３台というのは、燃やすごみ、燃やさないごみの両方を収集してもらっています。ほ

んで、特に７台に焦点が当たると思うんですけれど、この７台に関しましては、燃やさな

いごみだけじゃなくて燃やすごみについても、要は仕様書の変更等で、単純に言うと、収

集するごみの総量といったものは余り変えないようなイメージで考えておりますもんで、

その業務量そのものを減らすという考え方には立っておりません。 

 

○ 森 智広委員 

 そういった外部委託を拡張するのも踏まえて燃やすごみの増量に対応していくというこ

とですね。 

何というんですかね。いや、この資料だと、塵芥収集車をふやして対応するみたいなこ

とが書いてあるじゃないですか。車両台数を増加させるというので賄えると思っていたん

ですけど、外部委託も含めて賄っていくということなんですよね。違うの。 

 

○ 伊藤廃棄物対策室長 

 まず、直営分で実質３台ふえる形になっておりますが、実は６台、南北の清掃事業所で

中型塵芥車が動いております。その６台の中型車両を９台の小型車両にかえるということ

で、実際、燃やすごみ自体の置き場が燃やさないごみと比べると道の細いところに多くご

ざいます。ですもんで、中型車両ですとなかなか入っていきにくいといった現場の状況も

ございますので、対応として小型車両の全体的な導入というのを考えた形になっておりま

す。 

 ほんで、人数的には、直営の部分の人間の、収集に係る運転手が足りる足りやんという

話でいきますと、清掃工場の中には大型の運転免許を持った者も何人かおりますもんで、
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その部分が回ってきたりして塵芥収集車を運転する職員は充足されるという形になります。 

 ほんで、委託をしております10台に関しましては、当面の間10台でいけるのかなという

ふうには思っておりますが、資料の最後の外部委託の拡大ということにつきましては、全

体的な話が出てくるわけなんですけれども、運転手の雇用であったりとか、あと全体的な

ごみ量が一旦はふえるとは思うんですけれども、最終的にはまた落ちついていくような形

というのも想定されますもので、今後の状況を見ながら、また委託に関しては考えていく

ことなのかなというふうに思っております。 

 

○ 須藤環境部長 

 ちょっと複雑な話ですので総括してご説明させていただきたいと思うんですが、ここで

委託しておる10台と申しますのは、合特法に基づいた代替業務として民間事業者に事業発

注しておる分でございます。合特法と申しますのは、し尿や浄化槽汚泥の収集が減ってく

るということで、そういう法律に基づいて代替業務を出していくと。そういう計画を策定

して、協定を結んで現在進めております。それが平成30年までの第２次の計画ということ

で、10台分を代替業務として出していくという計画にしておるところでございます。 

 従来、燃やさないごみの収集ということで発注してきておりますが、燃やさないごみと

いうものが平成28年度から量的に非常に減ってくるということですので、平成28年度以降

は、その10台相当分を燃やすごみと燃やさないごみということに分けて、燃やすごみも収

集していただこうということで、10台分は継続して委託していくという考え方でございま

す。その分の事業量は確保していくということでございます。 

 それで、一方で委託以外の直営部分につきましては、実は北部清掃工場が完全に民間に

よる運営になるというところで、そちらの労務職員を配置転換で収集のほうに回せるとい

うようなこともございます。そういう中で、運転手もそちらからも出てくるということで、

退職者も出てまいりますが、当面直営部分の運営には支障がないだろうというふうなこと

で、直営と委託という部分については、当面は現状の形で維持できていくのかなというふ

うに考えております。 

 

○ 中村久雄委員 

 中型塵芥車と小型塵芥車は大体どのぐらいの大きさなのか、ちょっとイメージが湧かな

いんですけど、９ページに写っている塵芥収集車、これは中型塵芥車になるんですかね。 
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○ 竹野兼主委員長 

 ９ページの下の端っこにちょこっと写っているところのことですか。 

 

○ 中村久雄委員 

 ええ。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 これは小型塵芥車か中型塵芥車か。 

 

○ 中村久雄委員 

 中型塵芥車、小型塵芥車はそれぞれ何ccの排気量があるのか。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 というか、収集できるトン数のほうがええんと違うの。排気量じゃなくって。 

 

○ 中村久雄委員 

 トン数、うん。 

 

○ 松本生活環境課長補佐 

 現在、南北清掃事業所で計６台の中型車両ですね。中型車両については、ごみの容量で

言うと８㎥で積載量としては４ｔぐらいということになります。小型車両は、二人乗りで

すけど、５㎥で積載量としては３ｔぐらいになるかと思います。 

 今、この９ページの写真は、後ろ部分だけですのでちょっとどちらかわからないので、

申しわけないんですけど。 

 

○ 加納康樹委員 

 小型っぽいな。 

 

○ 松本生活環境課長補佐 
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 そうですね。 

 

○ 中村久雄委員 

 狭隘道路に入っていけるということですけれども、３ｔというと結構大きな車ですね。

それで、３ｔのほうが二人乗車で、これは委託と直営との区別で車も変わったりするんで

すか。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 車の車種という意味で。 

 

○ 伊藤廃棄物対策室長 

 今現在、外部委託しております10台のうち、１台だけが中型車両で、残る９台は全て小

型車両になっております。ほんで、平成28年度以降も、ちょっと事業者側の事情といいま

すか、要望もありまして、その中型車両につきましては、若干継続する形、継続というか、

そのまま中型車両は使うと。ですので、平成28年度以降につきましては、市が直営及び委

託でやる車両は１台を除いて全て小型車両という形であります。 

 

○ 中村久雄委員 

 市は小型車両が多いの。 

 

○ 伊藤廃棄物対策室長 

 市のこの35台につきましては、全て小型車両で動く形になります。 

 

○ 中村久雄委員 

 ふだん見ているのは小型車両ということですね。 

 

○ 伊藤廃棄物対策室長 

 中型車両は、例を出すと笹川団地とか、あかつき台とか、比較的大きい団地で広い道の

ところ、ああいう大きい団地に関しましては中型車両で対応するようにしておりまして、

それ以外というとあれですが、比較的道の小さいところについては小型車両という形にな
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ります。 

 

○ 中村久雄委員 

 それで、先ほどの説明の中で、制度の切りかわりのときにはごみ量はふえるけれども時

期が来れば落ちつくという話があったんですけど、それ、ちょっと想像がつかないんです

が、毎日生活しとるんでごみ量は変わらんのじゃないかと思うんですけど。 

 

○ 田中生活環境課長 

 こちらで少しふえるんじゃないかというふうに思っとるのが、最初のうちは、多分燃や

すごみに余り動かないと思うんですけども、だんだん出しやすいのがわかっていく、例え

ば家の中で今くぎのついているような木材だと、くぎを抜いてくれとか、細かいようなお

話もございますが、そういった部分が一旦出てくるんではないかなというふうに思ってお

ります。ただ、それも数カ月すればおさまってくるだろうというようなこと、例えばプラ

スチックが出しやすくなった、であれば家の中を少し片づけてみようかなと、そういった

ような行動は恐らくあるだろうというのを思っております。 

 地元の説明会に行っても、楽になるとか、家の中をちょっと片づけてみようというふう

な声がちょっと耳に入ってきていますので、多分それが、例えば２倍とか３倍になると、

そんなようなことはないんですが、例えば年末なんかは非常にごみが多うございますけど

も、そういった機会が切りかえの段階で一旦出てくるだろうと、またゴールデンウイーク

もございますので、そういった段階で一旦ふえるだろうというぐらいの解釈でございます。 

 

○ 中村久雄委員 

 なるほど、わかりました。 

 ちょっと変わりますけど、７ページのごみ集積場の現状と対応策についてというのは非

常に見やすい資料でありがとうございます。ここの中で、環境部さんが、これはちょっと

問題、問題というか、あふれるだろうなというところが、供用部分ですか。７ページの供

用部分でも、全然いろいろですよね。この対策は、その自治会さんにはいつ案内していく

という、そういう計画はどうでしたっけ。 

 

○ 田中生活環境課長 
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 私どものほうで一応調査のほうは終わっておりまして、きのう申し上げましたが、私の

感覚で言うと300カ所から350カ所が多分ご相談を受ける箇所というふうに思っておるわけ

ですが、自治会のほうの役員の入れかわりということもございますので、少し落ちついた

ころがよろしかろうというふうに考えておりまして、５月以降に、自治会にこの辺を踏ま

えてご説明に、分別の変更の、例えば説明会の打ち合わせ等もございます、そこから入っ

ていって、一応年度の終わりまでに片づければいい話というふうに考えておりますので、

そこからスタートしていきたいと。５月ぐらいから要綱を配ったりとか、ご説明に上がる

と、そのようなことで考えております。 

 

○ 中村久雄委員 

 わかりました。話は変わって、この参考資料でいただいているＰＭ2.5に関するよくあ

る質問ということですけども、やっぱり学校、ＰＴＡ、保護者なんかはこのような情報を

見ると非常に不安なんですよね。こういうのはどういう形で学校関係者や市民の方に周知

されておるんでしょうかね。これ、見ておったら、長時間の激しい運動以外は大丈夫やと

いうことが書いてあるんですけど。 

 

○ 人見環境保全課長 

 市民の方への周知ということでございます。 

 この環境省のほうのＱ＆Ａでございますけれども、ここのところについて、私どもの担

当課の方には伝えてございます。それと、市民の方へということでございますけれども、

実際、注意喚起情報等が出た場合に、どういった行動をしてほしいということを具体的に、

部屋の中にいてくださいとか、過激な運動は避けてくださいとか、そういった形での注意

喚起のほうは行っております。 

 以上でございます。 

 

○ 中村久雄委員 

 小さな子供を持つ親御さんが一番心配するのかなと思うんですけど、学校のほうには、

マラソン大会のようなことをせんかったら大丈夫というところは言っとるんですか。その

濃度によって違いますけどね。そういうのはちゃんと学校に言っとるんですか。学校では

どうしても、何かあったらすぐ危ない危ないで、変なことがあったらあかんので、子供に
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対してどうしても過保護になってしまうと思うんですけど、その辺はどうなんですかね。 

 

○ 人見環境保全課長 

 私どもも、正直なところ、この範囲でしか申し上げることはできませんけれども、この

範囲で学校のほうには申し上げておるところでございます。 

 

○ 中村久雄委員 

 わかりました。そしたら、ちょっと変わって、参考資料の119ページの廃棄物等適正処

理対策事業に不法投棄のカメラの予算がついているんですけど、これは、どこにカメラを

何台というのはもう決まっておるんでしょうか。 

 

○ 伊藤廃棄物対策室長 

 まず、今現在市内に設置しておりますのは、21台でございます。どういったところに設

置してきたかということで言いますと、正直、不法投棄の多発地帯といいますか、そうい

ったところに設置してきておりまして、ちなみに平成25年度は小山田地区の六名町のほう

に設置しました。平成26年度は西阿倉川のほうに設置をしました。 

 ただ、平成27年度分をどこへというのは、正直なところまだ決まっておるわけではあり

ませんが、21台もありますもので、ぼちぼち更新というのを考えていかなあかんのかなと

いうふうに考えておりまして、ちょっとそこら辺は、更新も見据えながらというふうに考

えております。 

 

○ 中村久雄委員 

 更新を見据えて2700万円の予算というところで、これはカメラだけじゃないんですよね。

それで、１カ所につけるカメラって大体幾らぐらいなんですか。 

 

○ 伊藤廃棄物対策室長 

 １台当たり、ざっとの話ですが、約150万円です。 

 

○ 中村久雄委員 

 わかりました。そのカメラをつけるのは、やっぱり地元からの要望だったり、環境部さ
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んで見られて、ここはひどいよなと、ここはなかなか人の目もないよなというところにつ

けておるということですか。 

 

○ 田中生活環境課長 

 こちらのカメラでございますけど、いつも年度の終わりごろに、各地区市民センターを

通じまして、例えば設置要望というのを一応確認はしております。ただ、要望というのが

非常に多うございますので、その中から、私どもの中で頻発地域、不法投棄であれば必ず

地図に落としているので、そういったものと照合しながらやっておりますし、例えば落ち

ついたと思われるところがあれば切りかえて、先ほどちょっと古くなってきたというよう

なお話もしましたが、例えばきちっと動いておるものは頻発地域、余り言いたくはないん

ですが、例えば古くなってきて動きがちょっとといったものはおさまった地域とか、組み

合わせながらより効果的な対策という形での配置はしておりますので、一遍つけたらずっ

とというふうには考えてはいないんですけれども、うまく活用しながら抑えていきたいと

いうふうに考えております。 

 

○ 中村久雄委員 

 設置要望が多いとの説明がありましたけど、年度当初に要望を聞いて、その要望が満た

されるのは大体何割ぐらいなんですか。大体で結構ですよ。 

 

○ 伊藤廃棄物対策室長 

 要望も、今さまざまございまして、正直、うちも予算として１年に１台、今150万円し

か予算上は持っておりませんもので、かなり待ってもらっているというのが正直なところ

かと思います。 

 ただ、不法投棄のパトロールということで、３班６名体制で毎日回っておりますが、そ

の者たちから、どこら辺に不法投棄があったというのは必ず報告書として上がってきてお

ります。それを地図に落としていって、やはりひどいところというのは地図上でわかって

きますので、そこら辺と地元さんからの要望等々を加味しながら、やはりここはというふ

うな形での位置づけをしていきまして、その中で設置をさせていただいておるというのが

現状です。 

 



 - 15 - 

○ 中村久雄委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑はございませんか。 

 

○ 森 智広委員 

 資源物の持ち去りの対応についての詳しい資料を提供いただきましてありがとうござい

ます。 

 今年度の所管事務調査でしたか、何でしたっけ、決算審議でしたっけ、協議会ですかね、

いろいろ資料をいただきまして、そのときの資料のトーンと今回見るトーンでは、結構進

んでおるなというか、かなりやってもらっておるなというイメージがするんですね、ここ

の紙面から読み取る分には。実際のところはどうなんですかというところをお聞きしたい

なと。 

 例えば、ここに警察のＯＢ２名で毎日巡回しているということ、前に書いてあったかな、

書いてありましたっけ、あと警察との連携が６回あるとか、指導もこういうふうに、告発

も前は罰金が１回だったのがふえていたりとか、例えばＧＰＳとかいろいろ、これは新た

な取り組みということで、そこに書いてあるんですけど、実際、まだ半年ぐらいしかたっ

ていないですけど、その半年間にどういうふうになったのかというのを、率直な声を聞か

せていただきたいなと思っております。 

 

○ 前川生活環境課リサイクル係長 

 かねてからこの前段の新たな取り組みという部分までの間につきましては、これまでご

報告させていただいたものとそう変わりはないというふうに思っております。告発を２件

して罰金が２件ということで、この告発した分については罰金刑まで至るということにつ

きましては、なかなかこちらのほうへの情報提供というのはおくれてまいりますので私ど

ものほうから情報をとりにいくという形になりますので、ご報告がおくれた部分もあろう

かと思います。 

 それから、新たな取り組みということで書かせてもらってございますのは、ＧＰＳの簡

易的なものを設置して、それでルートといいましょうか、流通経路を追いかけると。その
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上で到着地点を割り出した上で、そこに買い取りをしないように指導するというふうなや

り方が、本来買い取っていただくところを潰しにいくという、言葉は悪いですけれども、

そういったことも一つの抑止につながるのではないかということで、特に紙類につきまし

ては、中部製紙原料商工組合さんと連携して、また他地区ですね、他の市町とも連携しな

がらその辺の取り組みに乗り出しているというのが実情でございます。 

 ＧＰＳに関しましては、過去にもやった例はあるんですけれども、すぐに潰されてしま

うとか、発見されてすぐ破壊されるとか、それから電池の寿命でどうしても追跡が不可能

になるとかという事例がございまして、なかなか思うようにはいかないところがあるんで

すけれども、今回その成果が少しずつあらわれてきたということをご報告申し上げとると

いうふうなことでございます。 

 三重県だけでも、結構条例をつくっておる市町が出てまいりましたので、しかも新たに

条例化をしたいという市町もありますので、そういったところへの情報提供と連携した取

り組みを図るべく連絡会議を立ち上げさせていただいたと。また、愛知県のほうでも、こ

ういうようなことを活発にやられていますので、そこにも我々としては情報をいただきに

上がるということで参加させていただいていると。このような取り組みを積極的にさせて

いただいているということでございます。 

 

○ 森 智広委員 

 前回の協議会ですかね、試算していただいて、被害額が1300万円ということで、結構な

インパクトがあって新聞報道もされたと思うんですけれども、少しちょっと、今後の方針

も含めて深く掘り下げていきたいんですけども、例えばＧＰＳ、これは前回もやっていま

すということで資料提供がありましたけれども、今回また新たに具体的な成果があらわれ

たというふうに聞こえたんですけれども、実際、どういうところまでいけたんですか。実

際にその業者に対してどういうアプローチをしたんですか。 

 

○ 前川生活環境課リサイクル係長 

 以前は紙類だけに集中していましたので、古紙業界さんのほうも非常にこれは重要やと

いうことで行政との連携を図りたいというようなお申し出をいただいて追跡した結果、そ

の製紙メーカーさんへ入っていくところまで突きとめたという事例がございます。これに

つきましては、我々の行政区域をはるかに越えているところでございますので、業界さん
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のほうから注意喚起をしていただいたというのが実情です。 

 また、四日市市内の古紙の買い取り業者さんにつきましては、これは、もう条例施行前

からそれぞれそのようなお話はこれまでもしてきております。ですので、行政のアプロー

チとそれから組合側のほうのアプローチと二重でお願いをしているというのが、ようやく

ここへ来て少しずつ成果が見えてきたところかなというふうに解釈しております。 

 一方、追跡した最終的な部分で一番遠いところは四国なんですね。四国の製紙メーカー

のほうまでたどり着いているというのは確認はできていますが、さすがにそこまではちょ

っと私らも、指導の範囲を超えてきてしまっていますので、業界のほうにお願いをしてご

指導いただいとるというのが現状です。 

 また最近は、紙だけではなく金属類とか、それから布類なんかも被害に遭っています。

ここで書かせてもらってある２件、ＧＰＳの調査についてはその布の部分についても調査

をしておりますが、これについても、大体どこまで行っているというところまではつかめ

ていますけども、最終的な、買い取りメーカーといいましょうか、業者まではちょっと追

跡ができていないというのも現状としてはありますけれども、今後継続して、機会を捉え

てやらせていただければと思います。 

 何せＧＰＳもただではありませんので、しかも使い捨て状態になってしまうことが、当

然ながら想定されますので、余り頻繁にできないという現状もございますが、そういった

ことで少しずつ地道に取り組ませていただいておるというのが実情です。 

 

○ 森 智広委員 

 この１年間で特定できた製紙メーカーは何社あるんですか。 

 

○ 前川生活環境課リサイクル係長 

 ちょっとどこのメーカーで何社がというのは、実は組合さん側からもまだ正式な情報を

いただいていないものですから、業界さんもどこへ行っているというのを公表するのもな

かなか難しいという側面もあるようでして、私どものほうが確認できとる情報として持っ

ているのは、２社の情報はいただいておりますが、そこまでの情報しか、今私どものほう

としては共有しておりません。 

 

○ 森 智広委員 
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 市内の業者には徹底しているということで説明がありましたけれども、この２社のうち、

１社は四国ですか、先ほどおっしゃったように、わからないですけど、県内にもあるんで

すか。 

 

○ 前川生活環境課リサイクル係長 

 買い取り業者、いわゆる古紙を荷受けする荷受け業者は市内にもたくさんございます。

県内になりますと本当に数え切れないぐらいあるんですけれども、私どものほうがお願い

に上がるのはその荷受けの業者ですね、買い取ってくれる業者さんに、こういうふうなこ

とがあるので、わかった時点で買い取りを控えてくださいというお願いには上がっており

ますが、メーカーさんになりますと、いろんな中間の業者を通っていきますので、最終的

な製紙メーカーさんに届くという部分についてはかなり時間がかかると。その部分を我々

が指導に入らせていただいた事例はないんですけども、それは、その組合さんのほうでど

こどこの会社に入っていたことが確認できたので注意させてもらいましたというふうな報

告をいただいているという形ですね。 

 

○ 森 智広委員 

 わかりました。二段構えになっているんですね。荷受けがあって製紙メーカーがあると。

逆に、その荷受け側に対しての指導って、荷身受け側も指導していただいているんですよ

ね、それは基本的に市内業者なんですか。 

 

○ 前川生活環境課リサイクル係長 

 市内の古紙の荷受け業者さんにつきましては、私どものほうで把握させていただいとる

業者さんには組合からもお願いをしていただいていますし、私どものほうからも直接お願

いをさせていただいとると。 

 これは、個別に会社を訪問させていただいてお話をさせていただいた事例もありますけ

れども、基本的には、我々行政の指導につきましては、彼らも商いとしてされてみえます

ので余り立ち入った話はできないとはいうものの、こういった車で入ってきた、こういっ

た荷受けがあった場合はちょっと警戒してください。あるいは判明した場合は買い取りを

しないでくださいというようなことについては市内の業者さんにはお願いをさせていただ

いていると。森委員も言われましたように、組合さんの方からも注意をしていただいてい
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るということで、今、二段構えでやらせていただいとるというのが実情です。 

 

○ 森 智広委員 

 その意味では、荷受け業者さんもそういう指導があったことによって受け入れを拒否す

るケースはふえてきているという認識でよろしいですか。 

 

○ 前川生活環境課リサイクル係長 

 私どものほうが説明等をさせていただいてお願いに上がったことの成果があってかそう

でなかったのかはわかりませんが、ある程度聞いていただいているのかなというふうに思

いますし、また組合さんからもかなり厳しい指導をしていただいている関係で、比較的古

紙類の買い取りは少なくなってきました。 

 実際に、過去に現場を押えて指導した人物からも、もう紙を買い取ってくれるところは

この辺にはないというふうな話も随分出てくるようになりました。ところが、今度は市外

へ持っていく事例が発生してきていますので、これは、もう市内、県内と言うとるんじゃ

なくて全国的にそういったことをいろいろ連携してやっていかんととめられないというふ

うなところまで来ておるのも現状としてございますが、少なくとも紙の買い取り業者がか

なり少なくなってきていて、売りに行っても買い取ってくれないというふうなことを実際

に当事者からも聞いていますので、そういった意味では、一定の成果は得られているとい

うふうに考えています。 

 

○ 森 智広委員 

 ありがとうございます。それを聞くと、環境部さんの取り組みがあらわれてきておるの

かなと思ってすごく評価したいなと思うんですけど、でも、指導したにもかかわらずまだ

買い取りを続けている荷受け業者もあるというのは事実ですか。 

 

○ 前川生活環境課リサイクル係長 

 残念ながらそうです。ですので、まだどこがどう買い取っているかというのが、ちょっ

と闇の部分もありますけれども、実際に荷受けをされてみえる業者さんもあるというふう

に思っております。 

 



 - 20 - 

○ 森 智広委員 

 これは言わんほうがええんかな、ＧＰＳ調査というのは結構な頻度でやっているんです

か。 

 

○ 前川生活環境課リサイクル係長 

 これをこの場で申し上げると、これを聞いている人たちがＧＰＳを仕込まれているとい

うふうに警戒しますので、そのぐらいでおさめたいと思います。 

 

○ 森 智広委員 

 これはぜひ聞かせていただきたい話なんですけど、県警との連携で、ちょっと連携され

とるということが書いてあるんですけど、前回の説明のときには、今後県警との連携も課

題だということも一部説明があったと思うんですけれども、そこからこの半年間の中で、

この県警との関係というのはどう、改善というか、どういう関係を構築されてきたんです

か。 

 

○ 前川生活環境課リサイクル係長 

 警察さんとの連携というのはいろいろ課題も多いわけです。もともと根本的な話で、資

源の持ち去りが犯罪行為というふうなところになかなか結びついていかないということが

あって、それから現場での行為が極めて短時間で終わってしまうということで、現行犯で

見つけるのも極めて難しいという側面がございます。 

 しかしながら、これは本当に市民の方に感謝申し上げたいところですが、こういった行

為が条例に違反しとる、あるいはやっちゃいかん行為なんだということはかなり浸透して

おります。それと、住民さんのほうが不安を覚えられるということが非常に多うございま

して、住民さんのほうから警察のほうに、直接110番通報なり、近くの交番にお願いに行

ったりということが多くなってまいりました。 

 そうなりますと、警察のほうも、何事やろということで大分関心が強くなってきたとい

うこともあって、非常に我々のお願いもこれまではなかなか通じにくかったところが住民

さんの協力のもとに少しずつ開いてきたということがあるのと、手口が悪質化してきてい

るということで、我々職員も現場で非常に危険な目に遭うことが多くなってまいりました。 

 そういった意味では、その辺の事情を警察のＯＢの方に入っていただきながらご説明し
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た上で、直接の現場の張り込み等々に警察の方にご一緒いただくというふうなことの回数

が非常に多くなってきたということも言えるかと思います。 

 

○ 森 智広委員 

 そうですね。強力に進めていただきたいと思います。 

 通常の対応で、警察ＯＢの嘱託職員の方と正職員１名の３名体制で毎日実施していると

いうことなんですけれども、どういうふうに巡回しとるのかなと、ここに正職員の方が１

人いらっしゃったら、わかんないですけど、現場で遭遇することというのはあるわけです

よね。そういうときの対応というのはどういうふうにしているのかというところをお聞き

したいんですけども。 

 

○ 前川生活環境課リサイクル係長 

 現在３人で、警察のＯＢの方二人、正職一人ということですけれども、基本的には毎日、

資源物の収集をしている地域、きょうはどこどこの地域で収集がある、きょうはどこどこ

の地域で収集があるというのは毎日どこかでありますので、その資源物の収集の地区を必

ず回るようにさせてもらっています。 

 とは言いましても、人数が人数ですのでその収集エリアを全部網羅することはできませ

んが、比較的住民さんからの通報、そういったことで情報を得ているところを重点に回ら

せていただいています。 

 今、委員にご心配いただいとるところは、それだけの人数で果たして現場でどういう対

応ができるんだというふうなことだと思うんですけれど、正直なところ、車１台、例えば

職員が２名、あるいは３名では現場で押さえることは不可能です。しかし、そこで証拠、

あるいは何時ごろにどういった人物が来るのかといった特定は、ある程度のところまでは

詰められますので、この日の何時ぐらいに必ずやってくるというのがわかってくると、そ

のときは、先ほど申し上げた、例えば警察の方、それから我々職員が何人かで出向いて、

早朝から張り込んで、ポイントを決めて、そこで証拠をつかむというふうなやり方になり

ます。 

 正職員が一人入らざるを得ないというのは、万が一現場で遭遇し相手を制止できたとし

た場合に、その者に対して警告書、もしくは禁止命令書というものを発布する必要があり

ます。これをするのは市の職員でないとできませんので、もちろんその警察のＯＢの方は
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嘱託職員さんですので彼らもできますが、そういったところの対応に職員が必ず一人は同

行しておく必要があるというふうな判断のもとやらせていただいているというのが現状で

す。 

 

○ 森 智広委員 

 大変ご尽力されているのがわかりました。最後に、これは予算のことですが、ちなみに

平成27年度の持ち去りに関する予算というのはどういうところで幾らとられていますか。

被害額は1300万円ですので、ある程度必要かなとは思っているんですけども。人件費のと

ころだけですかね。お聞かせください。 

 

○ 田中生活環境課長 

 こちらでございますけれども、予算常任委員会資料のほうがわかりやすいかと思うんで

すが、こちらの資料を見ていただきますと、そちらの生活環境課分ということでございま

して、こちらの８、９ページの下段のところでございますが、よろしいでしょうか、そち

らの下のほうに嘱託職給というのがございまして、そこの２名というのが警察ＯＢの人件

費というようなところでございます。 

 それ以外の経費は、車のガソリン代とか、そういったもろもろでございますので、そう

いったのは一般経費の中でお支払いしていますが、重立ってはやはり人件費ということで

ご理解いただければと思います。 

 

○ 森 智広委員 

 ありがとうございます。この嘱託職員の方の勤務形態はどうなっているんですか。 

 

○ 田中生活環境課長 

 こちらは週４日という形の契約となっております。 

 

○ 森 智広委員 

 週４日で、朝の収集時間帯プラスアルファですか。 

 

○ 田中生活環境課長 
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 週４日の中で、時間帯としては朝の８時半から午後５時15分と正職員と同じでございま

すが、例えば、先ほどちょっと申し上げました、早朝から張り込みをするといった場合は

当然時間外というような話になりまして、そういったぐっとやるときは時間外を払ってで

もやるというような形の対応になっております。 

 

○ 森 智広委員 

 頑張ってもらいたいんですけども、例えば収集時間帯が終わったあとの時間のほうが長

いじゃないですか。そういうとき、この方々は何をされているんですか。 

 

○ 田中生活環境課長 

 こちらは、お昼ごろからは大体終わってしまって戻ってまいりますので、基本的に、資

料の整理とか、日報の作成があるんですが、それ以外は、不法投棄がございますので、そ

ちらのほうのパトロールをやっております。その中から、例えば証拠物が出てきた場合に、

調べてもらって個別指導をしたりとか、うちの指導案件というのは、例えば野焼きとかい

ろんな指導案件も結構ございますので、そういったものとかという形で、警察ＯＢの経験

値を生かした形の業務をお昼から当て込んでいるというようなところでございます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑はございませんか。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 じゃ、とりあえず10分。だから、５分まで休憩します。 

 

                                １０：５４休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １１：０５再開  

 

○ 竹野兼主委員長 
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 時間が参りましたので再開いたします。 

 

○ 村上悦夫委員 

 さっきは森委員から褒められたという印象を持ちました。環境部はえらい褒められたな

というふうに思いました。 

 私、ちょっと褒めることじゃないんですが、この資料を出していただきました新総合ご

み処理施設に係る周辺環境整備事業進捗状況というところで報告をいただきました。この

中で、予定どおり平成27年度末に終わるという事業が相当ありますが、いずれにしてもこ

の事業は、新総合ごみ処理施設の建設に当たって地元から出てきた要望を平成27年度には

終了するという約束のもとで実施されてきました。 

 これは、全て環境部が窓口になって地元との折衝をなされてきたということは今までお

話しいただいていますのでよくわかるんですが、あと、受けた以上は最終的に完成するま

での責任は環境部にあると思うんです。ただ、環境部だけでは及ばない部分は都市整備部

に事業をお願いするという状況があったかのように思うんです。 

 もともとこの米洗川の件ですけれども、改修は以前から行われておりました。国の方か

ら交付金をいただいて、ずっと毎年、少しずつですが進んで改良されてきたわけです。と

ころが、今回の新総合ごみ処理施設の建設がそこに加わってきたことによって、水量とい

うのは、調整池をつくれば全て解決するというものではないと思うんです。 

 ただ、今まで自然の山を、雨が降って表流水として流れる部分と地下に浸透していく水

というものに分かれていくと思うんですが、工事が進むにつれて表流水がふえるというと

ころで調整池がつくられます。だけど、全てが調整池だけで事足りるということではあり

ません。その周辺の高低さによっては調整池には流れていかない表流水というのが、別に

小さなＵ字溝とか、そういったところから、水は高いところから低いところへ流れますの

で。米洗川支流は平成27年度で完了しますということで、本流に放流する部分は完成する

ようになっています、ところが本流は全然その予定内におさまらないと。 

 これは、環境部として実施していく上において、道路整備課、あるいは河川排水課に対

して、この事業費はどちらが請求するのか。これは四日市市の庁内の話ですから、環境部

が予算どりを積極的にして、それを米洗川河川本流工事につなげていくというように持っ

ていくべきだと私は思うんです。 

 この河川改修というのはかなりお金がかかるものですが、もうあと２年間延長すればこ
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れでできますという計画です。２年間でできるものを、交付金がおりてこないから、国の

ほうから予算がとれないから工事が延びますという考え方は、これは間違っていると思う

んです。 

 なぜならば、四日市市が市民のために新たなごみ処理施設を老朽化に伴ってどうしても

つくらなきゃならんという、そういう話の中で、地元から、そういう河川改修もやってい

ただいとるけど、余分な水が流れてくると非常に問題が出てくると。ただでさえ、今まで

河川改修は毎年やってきていただいている、国の交付金をもとにしてやってきているけれ

ども、そこに加わってきたことによる市の責任はあると思うんですね、環境部として。 

 これ、予算的にみると、あと３億円もあれば工事は完成する、地元と約束したことが完

成できると。だったら、これ、予算は国がないからできないという問題じゃなくて市単費

でその分はやるべきじゃないか、単費の予算をとるべきじゃないかと。ただ、この環境部

は窓口になっているから、恐らくこれを追及すれば、地元はある程度納得していただいて

いるというような答弁をすることは見え見えですよ。 

 また、見え見えということは、環境部は、地元からいろいろとお願いされている話は都

市整備部河川排水課にお願いしてある。ところが予算がとれなかったと、恐らくそういう

ごまかし戦法で承諾を得とるというような流れをつくっとるんだろうと思います。そうで

なかったら反論してください。このことはね、だから、安易に地元と約束して、予算がと

れなかったからできませんという問題じゃないと思うんですよ。その辺の努力をしたかど

うか、はっきりしてもらいたいと思う。 

 それとあわせて、このまま了解したらそれで済む、努力もせずに済んでいくという問題

で帳尻を合わせようということならけしからん話だと思います。そのあたりを、一遍、納

得のいくように説明してください。お願いします。 

 地元としては、やってくれやんのならとめようかというところまではいかんとは思いま

すけれども、やっぱり信義的に、これは地元と協議して納得して市も受けてきた話やない

か。中学校や小学校の問題と違うので。これは、直接環境部として、正当な要望だという

ことで受けたんだろうと思う。ほかの問題については環境部はノータッチやないか。 

 そういう流れの中で、やっぱりこのまま予算がとれなかったというだけの問題だけでは

ないと思う。ただ、地元に説明はしたということはわかります。だけど、その仕方よね。

役所はかたいところやというレッテルをもらっとる、その中での約束を、予算がとれない

からって、国の交付金がもらえないから事業が滞りましたという話には、理由としては成
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り立たない。そこら辺の考えもあわせて環境部はどうとらえておるのか。またこれ、後で

都市整備部も審査があるのでその場でも言わないかんことやろうけども、まず、これは環

境部の問題や、都市整備部の問題じゃない、環境部の問題。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 環境部の基本的な考え方をまずはただしておいて、都市整備部のほうへ関連していくと

いうことなので、環境部としてはどのような考え方で状況に合った努力をしていたのかど

うかという部分のところを明確に話してくれということでよろしいですか。 

 

○ 村上悦夫委員 

 そうそう。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 じゃ、済みません、それで答弁いただけますか。 

 

○ 駒田新ごみ処理施設整備課長 

 村上委員の言われるように、要望を受けた環境部としての責任はあると感じております。

その中で、私どもも、当然事業をしておる都市整備部さんと一緒に、地元のほうに、１月

に自治会長会議のほうを持たせていただいて、大変ご迷惑をおかけしておるということで、

当然地元の方からも厳しいお言葉をいただきながら、ご説明のほうはさせていただきまし

た。また、それで地元の方に納得していただいたというふうには全く思っておりません。 

 その中で、地元の中から、国の補助金とは関係なくやれという厳しいお言葉もかなりい

ただいておりまして、環境部としても何とかできないかということで、環境部としても努

力をしてまいりたいと思っております。 

 ただし、こちらの事業につきましては、先ほど村上委員が言われたように、かつてから

ずっと米洗川整備ということで国の交付金事業ということで行われておった事業でありま

して、それに伴いまして、今回新総合ごみ処理施設ができるということで、改めてまた、

進捗を早めよということで、環境部のほうでお受けした要望でございます。 

 それで、当然、事業のほうは引き続き都市整備部のほうにお願いをしながら進めて、予

算も、当然従前からついておりますのでそちらのほうでつけていただいてというふうな進



 - 27 - 

め方をしておる中で、どうしてもこちらは交付金事業でやっておるという中で、前回、11

月定例月議会の予算全体会の中ですかね、こちらでもご説明させていただいたように、予

算がつかなかったので減額ということで、平成28年度に完成ということで当初予定してお

りましたのが１年間延びるというご説明をさせていただいたんですけれども、どうしても

工法上、なかなかお金を一気に３億円積めばできるというような河川改修事業ではないと

いうことも聞いております。 

 ただ、これ以上おくれることのないように、環境部として、都市整備部と連携して、当

然、単費ということではなく、交付金がいただけるような活動も含めて検討をしてまいり

たいとは思います。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 財政経営部にしっかりと話をしたのかと言われているんですけど、財政当局と交渉され

たというのはあるんですか。 

 

○ 駒田新ごみ処理施設整備課長 

 財政当局というよりも、直接、環境部と都市整備部という調整の中で、その辺をできる

かということで今検討しとるという状況でございます。 

 

○ 村上悦夫委員 

 予算があっても工事が一気に進むわけではないという先ほどの説明やけど、それは初め

からわかっていることやないか。交付金事業で進んできた工事内容は初めからわかっとる

やないか。お金があっても前へ進んでいくものではないということが初めからわかっとん

のやったら、新総合ごみ処理施設が稼働するまでに整備せいという要望を受けた時点で間

違っとったということやん、それやったら。違いますか。後で言葉をつけてくるような話

はおかしいやないか。事業内容をきちっと精査したら初めからわかることやないか。予算

があっても進んでいかない部分があると今説明をしとるんやったら、それは初めから米洗

川の改修事業としてわかっとるわけやないか。それを後から延ばし延ばしで、これで２年

延ばすわけやろ。 

 

○ 駒田新ごみ処理施設整備課長 
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 地元からご要望をいただいたとき、当然、新総合ごみ処理施設の稼働、平成27年度末で

の整備をというお話でいただいておったんですが、私ども、地元に対しての完成予定の回

答というところでは、どうしても工事のボリュームとか、そういう工事の期間の関係で、

平成28年度末ということで当初のご回答はさせていただいておると認識しております。 

 

○ 村上悦夫委員 

 後からつけ足してくるような理由は認めるわけにはいかんし、また、これ、ほかの問題

が出てくると余分に予算を使うことになんのやわ、そこに市として。あんたらは何にも、

この事業を説明したり、納得してもらうのに説得すれば、それで済むかもわからんけど、

市民からすれば、余分に使うことになってくると思う、最終的には。だから、そこら辺を

考えていくと、約束したことを、都市整備部と環境部だけで解決できない問題を、市単費

でやろうという努力が何にもないわけや。 

 そもそも約束した期日に間に合わなかったら、何か手段はないかと考えるべきやないか。

それは、お金があったらできるやんか。それは、先ほどの話じゃないけど、金があっても

できやんと、そういう実態がどうなっとんのかわからんことをぽんとここで言われると、

それを信じようということになるやんか。そうなると初めから受けるのが間違っとるやな

いか。受けたときにもわかっとるわけやんか、条件的に。予算がどんととれても、これは

短期間に工事は進みませんということは初めからわかっとることやないか、初めから。 

 今後は、ああ言えばこう言うというふうにごまかしで通っていくというやり方はあかん

ですよ。 

 

○ 須藤環境部長 

 この羽津地区の米洗川の整備ということにつきましては、新総合ごみ処理施設の地元説

明の中で羽津地区の切実な要望ということでお聞きしたものでございます。委員からは、

造成に伴う水の問題というふうなことのお話もございました。調整池の設置というふうな

ことで技術的には安全は確保しておるというものの、上流域で大きな造成が行われるとい

うことに関しましては、地域の皆様もご不安を感じてみえるというようなところは、充分

説明会の中でも市として理解したところであり、不安を解消するためにも米洗川の改良を

早期に進める必要があるというふうなことでこの事業を環境整備事業ということで位置づ

けさせていただいたと。その辺は環境部の責任のもとで位置づけさせていただいたという
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ようなことでございます。 

 それで、当然その進捗については環境部が責任を持っていかないかんというところでご

ざいまして、平成26年度の事業費について交付金割れしてきたということについて、環境

部としても、都市整備部、あるいは財政当局とも協議はしたところでございます。 

 その辺につきましては、昨年11月定例月議会の補正予算の中で、議会からの強いご意見

も頂戴したところではございましたが、単独費を積んででも進捗を計画どおりにするとい

うことについて、全庁的な中では、交付金事業で実施していけるというものを単独費で早

めるということについては、ほかの全体的な事業も進める中で国補事業を進めていくとい

う中で大きな問題があるというようなことで、単独費を積んでいくということについては

今回は実現しなかったというところでございます。 

 平成29年度まで至るということになってしまうわけですが、その辺については、当初、

平成27年度というような地元の皆様のご要望というのがあったというのも事実でございま

す。しかし、その辺につきましては、年間の事業量、それは額だけの話じゃなくて工法的

な問題もございまして、平成28年度までかかるということについては当初にご説明させて

いただいとったというようなところはご理解いただきたいというふうに思いますが、さら

にそれが１年延びるということについて、現状ではそのような形になっとるということで

ございます。 

 地元のほうにも、私も出向いてご説明をさせていただきました。その折には、今後の進

捗については、そういう単独費を積んででも環境部として責任を持つべきというような強

いご意見も頂戴してまいりました。それについては、平成27年度、平成28年度の事業が、

交付金の状況というようなものも勘案しながら、そのようなことが可能かどうかというこ

とについて環境部としても最大限の努力をさせていただくというようなことでご理解をい

ただけたところでございます。 

 その辺につきまして、今後のことについてはなかなかお約束できないというところはご

ざいますが、環境部としての責任ということで努力はさせていただきたいというふうに考

えておるところでございます。 

 

○ 村上悦夫委員 

 まあ努力はしてもらったということはわかるんやけど、昨年の11月に、都市整備部のほ

うの話では、「年末に補正予算がまた出てくるかもしれない。それはまた着実にとってこ
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の事業に充てる」というような安易な答弁を聞いた経緯がある。そういうことで、目先の

ことでごまかしていこうという考え方が行政にどうしてもあるもんで、その辺も今後気を

つけていただいて、環境部としてやっていく事業だから、連携をきちっととって下手な発

言をさせんようにしておいてほしい。 

 今、部長から、今後は、市単費では難しいけれども極力努力するという話も聞きました

んで、これ以上、私はもう言いません。 

 

○ 川村幸康委員 

 教えてほしいんやけど、環境部が約束をしたの、四日市市が約束したの。どっちなん。 

 

○ 須藤環境部長 

 私どもも当然地元のほうに説明に上がり、その折に環境部のほうで説明をさせていただ

くという場合には、庁内の調整をとって発言をさせていただいとるということでございま

して、環境部の発言は四日市市の発言ということでございます。 

 一方で、その約束ということについては、私ども、そういう目標を持って最大限努力さ

せていただくということでお話をさせていただくわけですが、当然、年度年度の予算も伴

うことでございまして、このときまでに完成しますというような発言を基本的にはできな

い立場にございますので、平成28年度の完成に向けて努力させていただくというようなこ

とでご説明させていただいとるということはご理解いただきたいというふうに思います。 

 

○ 川村幸康委員 

 そうなると、須藤部長、やっぱりおかしいのは、周辺環境整備事業って誰が見たってで

きるまでにやるという事業やと思うんが一つ。それから、交付金事業やといえども、新設

の中学校をつくるときは、交付金のあるなしにかかわらず、交付金事業になるにもかかわ

らず、交付金事業とせずに進めようとした経緯があるわけや。それで、やっぱりそれは差

別やな、そうすると。してないと言うけども、受けた側からすると差別されとるわけや。

そやろう。だから厳しい声が出て、環境部というよりも、交付金事業じゃなくてもやるべ

きやという話になってきたんやと思うんやわ。だから、もう少し約束をほごにされた人の

立場に立ってものを見やんとこれは解決せんよ。 

 それで、11月定例月議会の中でも可決されていったけれども、あのときの前提としてあ
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ったんは、３月までにはまだ補正予算でもう一度復活があるから、そのときはやるという

話も言うたんや、あのとき、確実に。だから、私もあれ以上粘らんだわけで、今回、この

期に及んであっさりいくというのはちょっとおかしいで、やはり何らかの、それができな

いんなら、この平成27年度の予算で、平成28年度、平成29年度まで引っ張りません、この

年度の予算でやりますと。交付金のあるなしにかかわらずやろうとした事業もあるわけや

で、実際に、行政の判断としてはね。だから、それはきちっと差別せんようにせんとさ、

この米洗川の地域の人から見ると、別の地域と何でおれらは差別されんのやと。一方では、

交付金事業になるにもかかわらず交付金事業とせんとやろうとしたんや。そしたら初めか

ら約束せんと、交付金事業で計画するとこうなりますわという話やさ。 

 もう一個おかしいのは、環境部が環境整備事業として受けて、それを都市整備部に執行

委任していく中での、これ、執行委任してるわけやろ、違うの、これは、委任してへんの。

これは、環境部が受けたの、都市整備部が受けたの。どっちが受けたの。 

 そしたら、初めから交付金事業でしていくから、新総合ごみ処理施設の環境整備と言う

とるけれども、交付金がつくかつかんかはコントロールのきかんことやで、この年度にで

きやんことがありますということを約束しとったかしとらんだかや。話聞くとしとらんの

やわ。なにしろ、これをやるまでにやりますと言うとんのやわ、地元にな。それは、行政

サイドの立場、今の立場を須藤部長は言われとるけど、交付金がつくつかんにかかわらず

やりますと言うとるわけや、地元から見るとな。そやろ。新総合ごみ処理施設が稼働する

までにやるという話をしとるわけやで。 

 だから、一旦行政が約束したんで、今のような説明やったら、それは事前にするべきや。

事後でしたら、それはうそをついたか、差別をしたかどっちかや。うそついたんなら、平

成27年度の予算できちっと、それはもう見せなあかん。それでなけりゃ通らんで、これは。 

 

○ 須藤環境部長 

 ちょっと整理させていただきますと、まずこの従来の予算ということにつきましては、

環境部予算でつけておるところと都市整備部予算でつけておるところというところは、こ

うやって分けて１、２というふうに表記させていただいております。 

 環境部予算という中でつけておる事業につきましても、執行委任という形で担当部のほ

うに依頼しておるという事業も中にはございます。２番のほうの都市整備部予算というの

は都市整備部のほうで予算づけをしていっとるものでございますが、事業の性格上、環境
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部のほうの環境整備事業という位置づけの中で都市整備部で予算化しておるというところ

でございます。そのような整理でございます。 

 それで、また話は戻りますが、稼働までにということについて、基本的にはそのような

ことで垂坂地区の事業も羽津地区の事業も要望をいただいたということでございまして、

当然、完成までに執行していくというのは道義的な責任はあろうかというふうに思ってお

りますが、米洗川につきましては、要望をいただいてから、整理して、その回答としては、

平成27年度末というのは施工上困難というようなことで、平成28年度というようなところ

で目標にさせていただきたいということでお願いをしたというところでございます。 

 

○ 川村幸康委員 

 須藤部長が言われておるのは須藤部長の立場から見とるだけで、もう一遍その立場を外

れてものを見やなあかんのは、そうしたらそれは、米洗川の交付金事業としての河川改良

工事をやっていくんなら私らも何も言わへんのやな、予算がつかなかったのでそうなりま

したという話で。これは、四日市市として周辺の環境整備事業に、なおかつ米洗川の河川

改良の交付金事業を当て込むメニューの中でやっていくという話なんや。どっちが先かと

いうのは環境整備事業が先なんや。環境整備事業の中で米洗川の河川改修でたまたま国の

補助メニューのある交付金事業でやっていこうということなんや。その交付金は四日市市

としてはどうにもコントロールのきかんことだけど、予算がつかなかった場合には、市が

環境整備としてそれをやっていかなあかんことなんや。 

 ほんで、過去に幾つか交付金事業があって、それといろいろな案件での交渉事の中での

やっていかなあかん事業があって、交付金がつかんだときは、市単費で出しとる。私の地

域でも、ほかの地域でも出しとる。今回、羽津地区だけ出さんというのは、これは差別な

んや、間違いなく。ただ、私がこの間の11月定例月議会のときに引き下がったんも、何で

引き下がったかというと、まだチャンスがあると言っとったでさ、説明の中で、この年度

末に。でも、これは引き下がりようがない、ここからは。あんたらの認識の低さやわ、こ

れは。 

 だから、ごみ清掃工場は迷惑施設ではないという判決も出とる中においても、これぐら

いはしてくれという話の中で出てきたことやでさ。それをほごにするというのは重いんや

さ。合理性に欠くとか何とかで、11月はまだいった、それでな。そやけど、ここではそう

はいかんで。もうこれ、確実におくれるんやで。それ、何らかの一考をせな、これ。いや
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いや、税金の無駄遣いどうのこうのじゃない。最初から議会も認めてきとんのやからな、

環境整備事業としての、おれらの責任として。米洗川の河川改修なら言わへんわ。ここが

重いんやて。 

 これで、はい、そうですか、その交付金事業で交付金がつかんだからあかんのですかと

いう話にはならんのやわ。多数決で決める話と違うというのに。信義の話やで。それ以前

の問題やで。そしたら初めから河川改良の環境整備事業をやめとかなあかんわ。そんな約

束を。 

 地元に説明に行ったと言うけど、地元の人って役所から一方的に説明を受けるだけで、

理解したとか、そんなことじゃないでな。今までで、ちょっと調べてみ、約束したことは、

必ず行政はやっとるで、今まで。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 今の川村委員の言われる約束したという部分のところで言えば、平成28年３月に稼働す

るというところまでには事業を全てやるという約束があったということを言われているん

ですけど、ここのところは、僕自身は、事業の中には、それ、無理やという部分のところ

があったという記憶も少しあります。そこのところは、はっきりと、きちっとした、平成

27年度までに全ての事業が行われるという約束があったのかどうかという。 

 

○ 川村幸康委員 

 今、委員長が言うたのは何、平成28年度、平成29年度。平成27年度までにやられるとい

うこと。平成28年度もやると、今、委員長、そうやって言われたやん。いつ言うたん、そ

んなこと。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 いや、この前の説明のとき、僕が聞いたんじゃなくて、この要望をやっていきますと。

これは用地の取得のときの話だと思うんですけど、そのときに、用地の取得を進めていく

に当たってはそういう問題性があるということで、その地域によって、Ａ、Ｂ、Ｃに分け

られましたよね、その各地区の要望が。それに関連するところの要望の部分のところでい

ろんな要望が出てきたというふうに僕は記憶しています。Ａ、Ｂ、Ｃの中でＡだけはきち

っと進めていくというような形で議会のほうとしても確認をとったと思っています。 
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 その中で、全て平成27年度、その稼働のところまでにいく、本当はいってほしいけれど、

行政の中においては、平成27年度中、平成27年度だから平成28年３月までに全てが終わる

という状況にはなかなかならないというような状況の中で、議会としては、仕方がないけ

れど、しっかりと短期間で進めていくようにという形で、この要望の、いわゆる事業を受

けていくという状況になったというふうに僕自身は、一議員として、委員としてそうやっ

て認識しているんですけれど、今言われたみたいに、平成28年３月までに全ての事業が終

わるというような形での状況が本当にあったのかどうかというところだけはちょっと確認

が必要かなと思っているんですけど。 

 ちょっと違いましたっけ。 

 

○ 川村幸康委員 

 いや、だから委員長が言われるで。それならそれで、そういう資料はあるの。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 だから、そういうものはどうなんですかというところはちょっとしっかり。 

 今言われる中では、予算、平成27年度中には全てできるという約束があったからそれに

……。 

 

○ 川村幸康委員 

 委員長が勘違いしとる。平成27年度中やったけど平成28年度までかかるというのはええ

んやけど、今回のこれを認めたら平成29年度にもかかってくるんやと。だから、平成27年

度までのところで終わるのが、きちっとしとったんやけどいろいろとあって平成28年度ま

でかかるというのは私らも聞いとったよ。今回のこれを、今回認めてしまうと平成29年度

にかかるんやに、だから違うでしょうという話やから。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 平成28年度の部分のところでは、今言われるみたいに、交付金事業のところで、予算が

今回つかなかったので減額修正みたいな話のところを進めないように、特に経済対策の部

分のところで出てくるんやないかというのは、それは11月定例月議会のところでも言われ

たんはしっかりと記憶はしておるんですけれど、そこの部分についてですよね。 
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 だから、そうなってくると当然平成29年度まで延びてしまうという部分のところは……。 

 

○ 川村幸康委員 

 違いますよ。だから、平成28年度で終わらせるようにということで11月定例月議会に言

っとったときに、まだ年度末までには交付金がつく可能性もあるからということの中で、

平成28年度で終わればええなという話をしとったわけや。ところが、もうきょうのこの時

点でこうやってくると平成29年度にかかるとスケジュールになっとるで、それは11月定例

月議会で約束したことと違うやろという話やさ。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 ということは、とりあえず。 

 

（「ちゃんと答弁せえよ」と呼ぶ者あり） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 平成27年度中に全てをやるという部分のところではないというのは確認させていただい

て、平成28年度から平成29年度に１年延びるという部分のところについて、そこはおかし

いやないかというところをきちっと話をするということですよね。 

 

○ 川村幸康委員 

 いやいや、よろしい。11月定例月議会のときには平成27年度と言っとったけど平成28年

度になるということの中で、平成28年度も交付金がつかんで減額するときには、平成29年

度にまでかかっていくやないかという話があったわけや。そしたら、そのときに説明の中

で、まだ３月までに経済対策も出てきそうやで、そこで全力で頑張って交付金のやつを頑

張りますわという話があったわけやさ。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それは覚えています。 

 

○ 川村幸康委員 
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 それで、これは平成29年度じゃなくて平成28年度までで終わるような努力もしますよと

いう話だったけど、何の説明もないし、要は財源がつかんだという話の世界だけやけど、

そしたら、そのとき約束した、私が今冒頭で質問したように、米洗川の交付金事業なんか

周辺の環境整備事業でやるのかという話なんやさ。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それで、足りやん部分のところを環境部として何で予算がついてないんやと。このまま

では認められやんよという話になっとると。 

 

○ 川村幸康委員 

 要は、あの11月の時点でのセットやったと思っとるもんでね。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それについて答弁ください。 

 

○ 須藤環境部長 

 平成28年度までになってしまいますというふうなことを説明申し上げたのは、当然に交

付金事業というのを前提に私ども、私どもというか、都市整備部も含めてですが、地元に

説明させていただいてきておったというところでございます。交付金事業を前提に事業年

度を考えておったというところでございます。単独費を積んでというようなことは、当初

としては全然前提として考えてございませんでした。 

 その辺、単独費と交付金事業でどうやっていくかという問題は、全市的に重要な問題で

ございます。ほかにも影響を与える問題でございます。川村委員からは、中学校を単独事

業でやるというような気持ちもあったじゃないかというようなところもございます。 

 ただ、そういう事業の要件として、国補対象になるかならないかというあたりは、私ど

もとしても重要なポイントでございまして、当然に国庫補助事業の対象にならないような

事業で必要なものは単独事業でやっていくというような考え方でございまして、米洗川の

本体の事業については交付金の対象になるという中で、部分的に単独事業を起こしていく

というのはなかなか難しい判断であるというところでございます。 

 ここの２番のところの下段に書いてある米洗川改良事業につきましては、これは単独事
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業で行っとるものでございます。この工種からして交付金の対象にならないというような、

そもそもそういうような事業については単独でやっていくという基本的な考え方がござい

まして、そこを一つ突き崩して交付金対象になる事業に対して単独事業をやっていくとい

うことについては、全市的な中ではかなりハードルが高かったというところでございます。 

 

○ 川村幸康委員 

 だから、ハードルが高かったんやけど、一番最初の入り口で説明したときには、周辺環

境整備事業としてやっていくという話でスタートしとるわけやで、その中で、見ていった

ら交付金事業にもなりそうやということの中で交付金事業でやっていこうやと。それは別

に悪いことじゃないし、おかしいと思ってないさ、当たり前の話やなと。 

 ただ、お尻が決めてあったわけや。そこから１年前、地元にもお願いに行ったりいろん

なことをして、調整してずらしてもろたわけや。ずらしてもらう中で、そしたら、本当に

市としての約束事を守るのに誠心誠意仕事をしたかということなんや。私から見れば、仕

事をしてないでしょうと。その時点で、周辺環境整備事業からこれだけは切り出して交付

金事業でゆったりとやったというイメージしかないんや。そやろ。もしやるんやったら、

周辺の環境整備事業としてやらんならんとお尻を切っとったらこんなことにならんだと思

うんやわ。こんな重い空気にならへんはずやさ。 

 ただ、あんたの認識はちょっと甘いんやさ。あのとき、11月定例月議会に言うたときで

も。おれ、言おうかなと思ったんやで。だから、これ、議会でも多数決でできやんもんで、

あのとき認めたんは、平成28年度中はもうしゃあないと、平成29年度にかからんようにこ

の年度末までの復活やいろんな経済対策の交付金でとってきますという話やったんやで、

それで無理なんやったら自分らの最終的な確保としては補正予算でも組まなあかんやろと、

そういう考え方で、議会と市の立場でもそう思うけども、地元としてもそう思っとると思

うよ。これ、議会が終わった後、地元にきちっと正式に。議会からも承認されて、つきま

せんでした、もう１年おくれますわという話なんやさな、正式決定は。それはちょっとな

いでと思ってな。 

 前例として、今までに交付金事業と条件整備の中でやってきたような中で、交付金がつ

かんだこともあって、それでどうするんやと言ったときに、市単費で一旦やるという約束

だけは守ってきたはずやで、ちょっとそれは、なかなかこれ、あんたらだけでようやらん

のやったら、きちっとそれはやらなあかん話やと思うよ、おれは。 



 - 38 - 

 

○ 須藤環境部長 

 先ほども申し上げましたように、約束ということの意味でございます。 

 市としてはいろんな、そういう場面がほかにもございます。ただ、こういう複数年度に

またがってやっていかんならんということについては、地元の皆さんにお話しするときに

は、約束しますというようなお話は決してできない立場といいますか、債務負担で予算で

も組まれとれば別ですが、そのようなことはなかなか申し上げられない。 

 ただ、私どもの努力として、道義的には完成までにさせていただきたい、あるいは工期

的に無理だから平成28年度までにはさせていただきたいというふうなお話はさせていただ

いてきたというのは事実でございます。その中で地元の皆様がどのような受けとめ方をさ

れとるかというと、平成28年度までにやってくれるんやなというような受けとめ方を当然

されてみえるかなというふうには思います。 

 しかし、その後市は、この米洗川の整備ということについては、単年度の事業費も従来

よりかスピードアップが図れるように、それまで遅々として進まなかったものも、事業量

も十分確保し、交付金をここへ充ててもらうように要望し、スピードを上げてやってきた

ということで、その辺の道義的な部分は地域の皆様にもご理解いただける部分はあるのか

なというふうなところは思っております。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 答弁はなかなか変わらないようですので、討論というか、そういうところの部分で川村

委員にはお願いできないかなと。同じ質疑をしても答えは変わりないような。 

 

○ 三平一良委員 

 今、交付金がつかなかったから単費でやったという例があると言われたんだけど、そん

な事例を出してほしいんやけど。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それ、ありますか。とりあえず調べやなわからんよな。すぐには出てきませんよね。一

度調べてもらってください。 

 この件については少し留保させてもらいながら、もしよければ次の質疑に入りたいと思
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います。ちょっと誰か調べに行ってもらえますか。 

 他事業のことも含めてですよね。全体の事業の中で。 

 

○ 川村幸康委員 

 そうすると、環境部の見解としては、もう約束しとったよりは２年おくれるというわけ

やな。１年おくれるというのは言ってあるんやろうけど、正式決定するのはこの議会が終

わってから平成29年度に、でも、まだ終了するかどうかわからんわね、交付金がつくかつ

かんかだけやで、そのときの返事はどうするの。また延ばすの。 

 今のスタイルでいくと、交付金次第なんやわね。そうすると、周辺環境整備事業と違っ

て、これ平成30年度になっていくという考え方もあるわけやんね。11月定例月議会のとき

にあなたらが何て言うとったかというと、この３月のところの復活で頑張ってくるで、何

とか平成28年度で押し込めたいという話があったわけやから。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それについて。 

 

○ 須藤環境部長 

 今後の交付金の配分状況等についてはまだ全く見通しも立ちません。その段階になって

単独費をつけられるかどうかというようなことも、私もここで明言できるところではござ

いません。 

 ただ、地元に対しては、私も出向いて、できるだけ早期に完成するように環境部として

も努力をするということを申し上げてきましたので、いろんな手法を私どもとしても駆使

して、できるだけ地元にお話をした工期を守れるように努力させていただきたいと、それ

しか申し上げられるところはございません。 

 

○ 村上悦夫委員 

 やろうとする気持ちは伝わってきます。これ、来年度の部分は、今までの実績からいっ

ても、おおよそ２億2000万円、２億2300万円、そこらを推移してやってこられたと。今、

問題としとるのは、平成28年度までは、地元も、そういうことで認めてくれたという話や

ね。それがまた延びたというところに問題があって、このことについては、もうこれ、予
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算立て、もう１億1000万円ばかりのもんや。それで最終年度やん。交付金事業の。今、継

続していく同じ事業の流れの中で交付金を申請していっても実現する担保もないわけやん。

そう考えるともうお尻やで、最終結末やん。 

 だから、その辺のところも踏まえてね、一遍、これは市内部、本庁内で。こんなことぐ

らい解決してよ。そういう発言をしなさいよ、検討しますとか言わずに。これは重たい話

やもん。だから、せめてその話ぐらいはしてもらわないと、これ、前へ進んでいかへんよ。 

 

○ 三平一良委員 

 補正予算の対応で恐らくできたんだろうと思うんだけど、今回の補正は、新規事業は認

められないけど、防災対応では認められとんのやでさ。そういう点で国への要望はしとっ

たんかなというふうなところに疑問があるんやけど。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それについて何かわかるところがありますか。 

 

○ 須藤環境部長 

 緊急整備事業で行っていくようなことの内容については、ちょっと私ども環境部のほう

で情報を入れておりませんので、都市整備部とまた協議させていただきたいと思います。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 これ、もうお昼の休憩の時間になるので、それ、お昼の休憩の後に調べることってでき

ますか。行政側に聞いとるんやけど。 

 

○ 駒田新ごみ処理施設整備課長 

 今回の経済対策について都市整備部のほうに確認をとって、そういうメニューで合致す

るものがあったのかどうかという確認はさせていただきます。 

 

○ 森 智広委員 

 今回、11月定例月議会の減額補正のときに、そもそもその工事自体が平成28年度に終わ

るということの前提で、地元にも減額修正する際に説明に入ったということを説明されて
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いたじゃないですか、説明したしないという議論がありましたけれども。そもそもその段

階で、地元には、もう平成29年度以降になるということは伝わっているわけですよね。そ

の後、地元に対してどういう対応をされてきたんですか。減額修正されたという事実報告

とか、わからないですけど、何かあったわけですか。 

 

○ 須藤環境部長 

 11月の時点で地元の代表の方にお話をさせていただいておったというような答弁をさせ

ていただいておりますが、皆様にもっと正確に伝えるべきじゃないかというようなことが

ございまして、自治会長会議と申しますか、皆さんが見える場で、減額せざるを得なかっ

たというようなことと、平成29年度までかかってしまうというようなことについては説明

をさせていただいてきております。 

 その場で、環境部としてもっと努力すべきやないかというような強いご意見をいただい

て、努力させていただきますというようなお話をさせていただいてきたと、そのような経

過でございます。 

 

○ 森 智広委員 

 11月定例月議会での議論、いろんな解釈があると思うんですけど、私は、補正予算で頑

張るという言葉を聞いたような気もするので、それは努力目標だったのかなと私自身は思

っていて、それが結果としてできなかったということなので、そういうことなんだなと。

私は、今そういう状況です。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 済みません、時間がちょうど12時になりましたので、お昼の休憩に入りたいと思います。

再開は午後１時ということでお願いいたします。 

 

                                １２：００休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １３：０１再開  

 

○ 竹野兼主委員長 
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 時間が参りましたので委員会を再開いたします。 

 先ほど午前中のところで、資料というか、質疑の部分のところで答えてもらうところの

部分はありますか。 

 

○ 駒田新ごみ処理施設整備課長 

 午前中に、三平委員から、今回の経済対策についての補助申請はしとるのかというお話

がございまして、その中で、防災安全交付金というところでメニューがございます。それ

に四日市市も手を挙げていって要望はしてまいったんですが、実際に要望がかなわなかっ

たというところで、実は、三重県のほうに理由を確認しますと、過去３カ年以内で浸水被

害に遭ったところに対して国が決定をしてきたということで、私どもの事情も含めて県の

ほうには切実にお願いをしてまいったんですが、なかなか国に要望を聞き入れていただけ

なかったという現状でございます。 

 

○ 伊藤廃棄物対策室長 

 私のほうから、補助金がつかなかった事業で市単費を入れたことがあるのかということ

に関してお答えをさせていただきます。 

 ちょっとかなり前の話になるみたいなんですけれども、平成の一桁台のときに、農林道

事業の関係で土地改良事業をやったときに、前年度までは補助対象になっておったものが

最終年度あたりで補助対象として認められないということで、事業費として最終的に市単

独で行ったものがあったようです。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それは、一つということですよね。 

 

○ 伊藤廃棄物対策室長 

 基本的には、そういった形の、本来であれば補助対象事業であったものに対して市単独

になったというのは、こういったものというふうに。 

 あと、若干種類が、一緒なのかどうかあれなんですけど、合併浄化槽の設置補助金とい

うのがありますけれども、これも、もともと補助金を申請しておって予算想定よりも見込

みが上回った場合に、当然、対象者がご家庭の各個人さんになりますもんで、その場合に
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はやむなく単費を入れて補助を出したりとかいうのはあります。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 先ほどの、これにつきまして。 

 

○ 三平一良委員 

 最終年度に補助対象から外れたということで市単費でやったということやね。 

 

○ 伊藤廃棄物対策室長 

 そうでございますね。事業完了年度というのをもとから決めておったという関係もあっ

て、やむなく市単費を入れたというふうに聞いております。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 金額的にはわかります。 

 

○ 伊藤廃棄物対策室長 

 ちょっと資料整理がそこまで追いついていませんもんで、申しわけないです。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 わかりました。質疑を続行したいと思います。 

 他にございますでしょうか。 

 

○ 荒木美幸副委員長 

 この件に関して。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 この件に関して、とりあえず。 

 

○ 川村幸康委員 

 この後、これ、都市整備部でも予算関連で出るということになると思っています。環境
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部のほうに対しての意見としては、やはり周辺の環境整備事業でやっていくという中で、

約束事にどの程度の重きを置くかということやろうと思うんやわ。だから、新総合ごみ処

理施設ができるまでとの見かたが一つ目、それが交付金がつかんだということで１年おく

れるというのが二つ目、今回の場合やと、もう一つおくれるということの中で、なかなか

どうなんやと。 

 そこで、それならば初めから淡々と交付金事業にすべきであって、新総合ごみ処理施設

の建設に伴う周辺の環境整備事業をうたいながら地元と合意形成を図ってというところに

なると、やっぱりそれはいささか、地元のほうの目線から見ると、行政に説明されたとし

ても、ちょっと違うやないかと。それなら、初めから環境整備ではなくて米洗川の河川改

修として淡々と都市整備部にやっていってもらうという話やったと思うよな。 

 ここで一つ確認したいのは、平成29年度にならないような努力をしてほしいということ

が一つあれだよ、最終的にな。去年の11月定例月議会のときには、今年度の復活の交付金

があれば、そのときになれば平成28年度で終了ということもあったわけやで、可能性とし

ては、その可能性の芽をきょうここで切ってしまうのではなくて、平成28年度に終期が来

るような形のものをチャンスをつないでいってほしいというのが一点。 

 それからもう一つ、これは都市整備部の宿題か環境部の宿題かわからないけれども、周

辺環境整備事業として半分と河川改修事業として半分ということにこれでなってしまうわ

けや、極端なことを言うたら。その中での地元感情からすると、淡々と河川事業でこれを

やっていかれるという話になると、周辺環境として二、三の要望事項はあったわけや、そ

れを整理してきてこうなったわけや。そうすると、次のやつの周辺環境整備事業の要望を

どれぐらいのスピードで四日市市として応えていくかということも重要な要素やもんでな、

そこらをきちっと間違えずに心してやっていただけば。 

 

○ 須藤環境部長 

 今、委員がおっしゃいましたように、羽津地区にお邪魔いたしました折には、幾つかの

要望をいただいたところでございます。そのような中で、新総合ごみ処理施設に関連する

ということで、地域の皆さんの不安解消という意味では米洗川の整備というものを環境整

備として私どもとしては捉えていかないかんというふうなことでリストに入れさせていた

だいたというところでございます。 

 ただ、ほかにも幾つかの事業についてご要望いただいております。それは、環境整備と
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して直接的に環境部として捉えにくいというようなところもあり、その対象から外してお

るところはございます。それらにつきましても、都市整備部等で整備を進めさせていただ

いたところもございます。そのようなことに関連しましても、いろいろ進捗について地元

と都市整備部のほうで協議をさせていただいとるというようなところもございます。 

 環境整備事業からあふれていって羽津地区の米洗川の事業が平成28年度、平成29年度と

いうふうなところでいくという中で、その他の事業の進捗につきましても、あわせて環境

部として早期に進捗を図るということについては継続して努力させていただくというふう

な考え方でございます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 よろしいですか。 

 

○ 川村幸康委員 

 はい。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑はございませんか。ほかのことで結構です。 

 

○ 三平一良委員 

 市営墓地の管理運営費なんですが、北部墓地公園、富田霊園、富洲原霊園、塩浜霊園と

まとめてもらってあって、施設総合管理委託料と賃金二人分というふうにしていただいて

いるんですですが、これ、おのおの管理形態が違うと思うんやけど、その辺のところを教

えていただきたいのと、それから、整理をしていただいて富洲原霊園は墓地区画の利用者

を募集しましたね。その応募状況と買われた方の人数を教えてほしい。というのは、まだ

まだ需要があってまだまだ整理をする必要があるんじゃないかというふうなことを思いま

したので。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 誰が答弁していただけますか。 
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○ 伊藤廃棄物対策室長 

 まず、ご質問いただいたのは、最初に配らせていただいた資料の８、９ページのとこら

辺のことでよろしいですよね。 

 

○ 三平一良委員 

 はい。 

 

○ 伊藤廃棄物対策室長 

 まず、９ページの中段のところで、管理運営費ということで今年度1900万円ほど計上し

ておりますが、まず、北部墓地公園に関してどの程度お金がかかっておるかということで

言いますと、こちらは指定管理者の制度をとっておりますもので、その関係で1200万円ほ

ど指定管理料を計上しております。そして、生活環境課の中で臨時職員は二人おりますの

で、その分が大体260万円ほど、あと、それ以外の大半が富田霊園、富洲原霊園、塩浜霊

園の関係の経費になろうかと思います。 

 次に、応募状況ですが、これは富洲原霊園の話ですよね。 

 

○ 三平一良委員 

 はい。 

 

○ 谷本生活環境課管理係長 

 富州原霊園の募集状況についてなんですけれども、当初32区画の募集を出させていただ

いたかと思うんですが、そのうち３区画、応募が定員割れを起こしているところもありま

して、そちらの一番小さい区画については26区画あったんですけれども、23名のご応募し

かなかったのと、あと抽選会をした部分は、抽選会を行って場所を決めさせていただいた

りしたんですけれども、人気のある区画にはたくさん来ていただいたところもありますが、

定員割れを起こしたところ以外にも、当選されましたということで番号が決まったんです

けども、その後ご辞退いただいたというような方もみえまして、結局、決まった後も６区

画ほどがまた余りましたので、今まだ売り切れなかったという状況になっております。 

 

○ 三平一良委員 
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 そうすると、管理してもらっとる二人というのは、北部墓地公園のということですね。 

 

○ 伊藤廃棄物対策室長 

 この二人分といいますのは、課の中で全般的な仕事をしてもらっていますもんで、北部

墓地公園だけというわけではありません。 

 

○ 三平一良委員 

 ああ、そうなんですか。わかりました。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他に。 

 

○ 川村幸康委員 

 さっき森委員が聞いとったやつは、集団回収とか、資源物持ち去りとか、そういうごみ

の問題なんやけど、市場相場がいいときはそういうことの問題が起きるし、そうじゃない

とそういう問題も起きやん中で、行政の手の突っ込み方というのは、もっと長い目で見た

ときどうするのかというのを考えたほうが、私はええと思っとるわけやわ。だから、ＧＰ

Ｓを使ったり、何かを使ったりするコストがどうなんやという話やな。理屈のほうは、最

終的にリサイクルになってエコで製紙会社に行くという、そこの流通の段階での価値があ

るもんでそうなるわけよな。 

 昔で言うと、例えば畜産業と四日市市の飲食店で出される残飯というのが、私が生まれ

るかそれぐらいのときは、もう養豚事業者が取り合いをしとったらしいんやな。ところが、

だんだんと経済が豊かになってきて余ってくると、今度はもうごみになりだして、そのう

ちにお金を持って引き取るようになってきたんやな。今また、その残飯でいい、四日市と

んてきの肉がとれるというのがわかってくると、またいいところに出る残飯だけ、また高

価で取り引きされるわけやろ。 

 だから、裏表の関係があるわけやで、さっきの持ち去りということも含めて、一遍、四

日市市として。静脈の産業と言われとるけれど、どこまで四日市市がせなあかんのか。も

っと言うと、ごみの問題で言うと、回収することと、それから清掃工場の完了する、不法

投棄の場合で言うと、事後対策をするのか、事前の対策を強化するのか、罰則を強化する
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のか、何をするのかというのを、もう少しきちっと方針、スタイルを決めたほうが、私は

行政的にええと思うんやわ。 

 全部せなあかんといってもしんどいで、だから、事前予防なんか、事後できちっと厳し

いものをつくってそれで追いやるのか、入り口か出口か、どっちかせなあかんと思う。今、

全部やっていますやんか、一通り、言われることは。それもちょっと効率悪いなと思うも

んで、環境という名前がつくと何でもやるもんで、もう少し効率面を重視したほうがどう

かなと環境部を見て思うもんでね。 

 だから、大気の監視とか何かでも、監視はするんやけど、その後それが成果として上が

っとんのかどうなのかな。どうしようもないことやろ。大気監視したけど、おかしいでっ

せと言ってもどうしようもないことやん。その場合に、さっきの中村委員が聞いとったＰ

Ｍ2.5のような、こんなことの質問でもな、これ読むと、全部これで広報はしてくれるん

やけど、判断迷うよね。最初のほうでは、がんにもなる、肺がんのリスクもあると書いて

あるんやしさ、一方では、そんなに気にせんでもええよというようなことにも読み取れる

ところもあってさ。 

 だから、一遍ちゃんと環境部として、全般的にやるというのではなくて、大気なら大気

の監視測定、税金を使うということを考えるんなら、それを効果のあるようなところへ持

っていくにはどうしたほうがええんかをな。市民に周知をして、ＰＭ2.5がたくさん出と

るのでちょっと外出を控えましょうと周知するのか、それも自己責任よという話で終わる

のか。 

 民間の回収、緑色のボックス、すごくふえてきましたやんか、最近。それは経済に合う

んやわな、損得でいくと。合うもんで、動いて設置したほうが割に合うでやるだけの話や

けどさ、合わんようになったら、あんなん撤去していくと思うんさ。そうすると、今度ま

た、あれで不法投棄がふえたりな、そうなるかもわからんわな。だから、そこらをもう少

し長い目で見たときに、環境部の仕事の守備範囲を、それ、もうやっていったほうがええ

んと違うかなというのを前々から思っていたもんで。 

 それと、四日市公害と環境未来館、出だしが大事やで、出だしが、予算もついてあれし

とるんやけど、よっぽどいいイメージといい流れといい口コミがされるにはどうすべきか

という、ちょっと考え方を持っとる。あそこ、何やったかな、水俣病資料館がありますや

ん。あのときに、いいことと課題とをあそこの資料館の人も話ししてくれとったけど、最

初が大事というのはすごく言っとったで、人が来る流れとか、使ってもらえる仕組みづく
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りというのは。そこをもし環境部がきちっと持っとるなら、一遍、委員会で言うべきかな

と思って。当初されてなかったんで。 

 以上です。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それについて。 

 

○ 須藤環境部長 

 総論的なお話をいただきましたので、私のほうから少しまとめてお答えさせていただき

ます。 

 まず、環境部の施策、取り組みということについて幾つかご指摘いただいたんですが、

環境保全課では、大気、水質のいろんな測定だとか、パトロールだとかというようなこと

をやっております。加えて、生活環境課のほうではごみの事業を主に行っておりますが、

そういうパトロールみたいなこともやっております。 

 過去の四日市公害ということの経験からすれば、やはりその辺の規制だとか、あるいは

監視だとかというところに力点を置いてやっていくことが重要でございます。後から、そ

れの対策を打たないかんだとか、改善のためにコストがかかるだとかというようなことが

出てまいります。一番大きなのが産業廃棄物の不法投棄の問題でございまして、これが野

放しになってしまったということで、今、事後処理に大変なお金をかけて三重県のほうで

やっとるというようなこともございます。 

 したがいまして、やはり事前にそのようなことが起こらないような取り組みというもの

をしっかりやっていくことによって全体的にコストを下げていけるのかなというようなと

ころでございまして、パトロールを強化しておるだとか、環境の監視体制はしっかりし、

少し何かあれば指導に入るというようなことに力を注いでおるというようなところでござ

います。 

 それから、資源の問題も、かなり社会、経済状況、市民生活、ライフスタイルによって

大きく変わってきております。かつてはこんな資源物なんていうのは行政でタッチしてい

なかった事業の分野でございますが、もう市場で、みんな廃品回収で処理されとったとい

うようなところもございました。ただ、それをしなければちまたにあふれてしまう、ある

いはリサイクルというような社会的な背景もありまして、今、市のほうで取り組んでおる
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というようなことでございます。 

 その辺は、社会、経済状況、いろんな変化に応じて臨機応変に対応していかなあかんと

いうようなところもあるんですが、市民の皆様の生活ということを考えると、余りその場

その場でやり方を変えていくということもなかなか難しい部分もございまして、少し長期

的な視点に立って、この辺はそうたびたび変更するということではなくて、大きく状況が

変わってくれば軌道修正していくというようなことで考えまいりたいというふうに思って

おります。 

 それから、四日市公害と環境未来館について、最初が大事というふうなご指摘もいただ

きました。そのとおりだと思っています。そのために万全の組織体制もとらせていただけ

るのかなと。それから、いろんな委託事業についても、もう準備に入っております。何に

も増して、このような施設は来館していただいたときの印象、その辺が一番大事やという

ふうなことで思っております。そういうふうな意味で、職員の意識も高め、充分な体制で、

あるいはいろんな当初のＰＲ事業等について充実させていって、初年度は特に充実させて

いきたいというふうに考えておるところでございます。 

 

○ 川村幸康委員 

 抽象的に、多分そうやったんやろうけど、例えば四日市公害と環境未来館、この３月21

日に私らにもご案内いただいて、ありましたよね。そうするとまず、私ら関係者で人より

関心の強い人らが行っているときにでも、次も行きたいということになるかどうかという

のは一つの目線やし、もう一個は、例えば何で行くかというと車やろ。ここらはきちっと

対応を考えやんとあかんし、子供たちやと、市内の電車の沿線の子は電車で来るんかわか

らんけど、あとバスか何かで来るわけやろ。そのときの利便性があるかないかというのは

大きいで、具体的にすすっと事を運んでいくんならそこらを、当面はどういう処置をする

のかさ、人がようけ来た場合にな、それがあるなしで、考えていますか、考えていません

やろ。どうなん、その辺は。 

 

○ 樋口四日市公害と環境未来館準備室長 

 準備室長の樋口です。よろしくお願いします。 

 まず、環境施設でございます。公共交通機関、電車でいきたいのは当然なんですけれど

も、やはり車でないとお越しいただけない方もお見えになります。この館につきましては、
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ＪＡのほうに協力いただきまして、ＪＡのほうから１時間の無料券、さらに私どもが１時

間足して合計２時間の無料券を配付させていただくことを考えています。 

 また、前からも説明させていただいています団体用のバスにつきましては、ＪＲ四日市

駅前の広場を確保しておりまして、団体で来られた際にＪＲ四日市駅前で待機してもらう

ということも考えています。 

 また、市内小学校についても、教育委員会に協力していただいて、バスで学習の一環と

して使っていただくよう連携しているところでございます。 

 

○ 川村幸康委員 

 それは以前から聞いとった話やけど、もう少し一工夫、二工夫要るんと違う。バスはＪ

Ｒ四日市駅とそこへ置くというんやろ、バスを。資料館はそこで。 

 

○ 樋口四日市公害と環境未来館準備室長 

 そうです。 

 

○ 川村幸康委員 

 回送なんやろうけどさ、もう少し何か、こんだけの人がおるんやで、限られた条件でや

るとその辺があるのかわからんけど、現実的にはなかなかそれは便が悪いなと思っとるし、

もう少し具体的なものを入れたときにさ、特に３月21日に行ったときに、私らにＪＡへと

案内が書いてあったけどさ、あそこにとめてこっちに来るということになるんやろうけど、

それ相応に入館料を払って来てもらおうと思うと、もう少し工夫が要るのかなと思うのと、

それから、博物館も含めてな、プラネタリウムやあんなのを含めて来てもらおうと思うと

な、それもある程度、次も次もと来てもらおうと思うと、より一層何か要るのかなという

ふうに思っています。それは思っとるというだけで、何か工夫できないか一度考えてほし

い。 

 それから、もう一個は、都市整備部との連動もせなあかんのやけど、市長の、近鉄四日

市駅西口の広場の整備事業をもう少し大きく考えるというのが新聞に載っとったけど、そ

れをどうするんかも、博物館の整理とともにきちっとやってほしいということです。 

 大気の監視なんやけど、あれを大きく監視や測定して、事前にしたほうのが、事後に産

廃みたいにああいう問題が起きてきたらコストがかかるというのはそのとおりなんやけど、
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例えば実際に大気測定をやる中で一番困るのは臭気やろ。特に、農林関係での臭気なり何

なりというのは、農水振興課が今指導に行きますやん、とりあえず、一次的に。 

 それが、農水振興課は農林施策を充実させるために、なかなかそのところの部分でいう

と、そちらのほうの、農業の生産者のほうの立場に立ちますやんか。苦情に来るのは、そ

の周辺の人らの農業従事者以外の人が来ますやんか。そのときに、今、農水振興課で対応

してあかんだ場合に、それがこの間の都市・環境常任委員会やと、県地区の竹谷川のとこ

ろの水質のあれを市民の方が個人的にやっとるといって、原因者の農業従事者の人とも話

し合いをしたと言うとったわ。 

 その辺、なかなか当事者同士で話し合いをしてやり合いをすると、感情論でのもつれも

出てくるんで、いま一度農林事業から出るやつやでというんじゃなくて、環境という面が

言われてきた中で、あの辺を環境部の仕事にするのかせんのかな、環境部としてそれがで

きるのかどうなのかをちょっと、さっきも須藤部長が言われたように、今まで資源ごみの

廃品回収ができとったのがやらなあかんようになってきたんと一緒で、今後はそういうこ

とがこれから出てくると思うんやわ、環境という面でいくと。例えば、運動場の周りの砂

ぼこりがひどいで洗濯物も干せやんとか、それから、野鳥が飛んできてふんを落としてい

くとか、餌を落としていって洗濯物が干せやんとかさ、そういう苦情をいろいろ聞いとる

と思うんやわ。それで、あそこの木を切ったら今度はほかのところへ移ってきたとかさ。

だから、そういう今までになかったような問題も行政に寄せられて、行政が何でもせなあ

かんのか、いやいや、それはもう行政の守備範囲じゃないですよという話なのかと。だか

ら、もう一遍きちっと、例えば農林との関係でのにおいの問題な、その辺をどうするかや。 

それから、ここ最近目立ってきたんは、テレビとか何か、ようけ無料で置いていけると

いう場所がふえてきましたやんか、至るところに。あれって、下手をすると小さい大矢知

地区の産業廃棄物不適正処理事案とよく似たことにならへんかなと思ってさ。田んぼの真

ん中にできていますやん、時々。柵だけしてあるけど、もう見るからにそういうものを捨

てていますやんか。 

 それから、昔土場やったところに、もうどえらいもんが掘ってありますやん。昔、水沢

地区に木が恐ろしいほど積んでありましたやん、どばっと。それから、こっちでいくと、

東名阪自動車道の横にも、平尾町あたりの土場に、高速道路を走るとすぐに見えるところ

にえらい山積みにして置いてありますやんか。ああいうものも、環境部の仕事なんかどう

なんかはさ、だから私が事前予防なんか、事後処理なんかと。 
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 事後処理って絶対無理やと思っとんのやわ。一番ええ例が大矢知地区の産廃やでさ、そ

れから川島地区とか、不適正な処理事案も全部そうやで、ある程度解決が可能なうちに行

政指導というのはやらなあかん仕事やで、一遍きちっと、本当にふえてきたでさ、そうい

うものが、気づいてへん、その辺。 

 だから、そういうような予算立てをどこかできちっとせなあかんのと違う。それを言う

んやけど。不法投棄のパトロールって、不法にほったらあかんものだけをあれしとるけど、

それになりそうなものをどうするかと。もし条例がないなら条例を少し改正してでもやっ

ていくとかさ、何か先に手を打たんと。今、多いなと思って、どう。 

 

○ 人見環境保全課長 

 私のほうから、農水振興課との関係といいますか、臭気のほうについてお答えさせてい

ただきます。 

 環境保全課のほうは悪臭防止法という法律を所管しております。そういった中で、春と

か夏に定期的に臨海部であるとか、山の畜産関係のところですけれども、パトロール等も

しておりますし、あと、苦情等があった場合にはそういったところを対応しておるわけで

ございますけれども、特に畜産業なんかのそういった苦情があった場合ですけれども、農

水振興課のほうと一緒に動いて悪臭防止法上の指導もしますけれども、やはり農水振興課

サイドのほうでは営農的な観点からの指導というようなことで、これまでも連携してやっ

ておりますし、今後もそういったところできっちりと連携してやっていきたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

 

○ 田中生活環境課長 

 あと、先ほどいろいろございましたが、一つは不法投棄の問題がまず一つですけれども、

これは委員がおっしゃるとおりでして、後になって、積み上げて、大体お金がなくなって

出ていくと、こういった経緯が大矢知町や内山町も典型的な事案でございますので、そう

ならないようにということで、三重県と連携してやっていくということが基本になってし

まいますけれども、なるべく小口のうちに立ち入る、以前みたいにほったらかしておいて、

そういったことにならないようにということで今後も努めたいと思います。 

 それから、あともう一つ、小型家電の回収のコストでございますね。市内に幾つか点在
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していて、今ちょっともう値段がつかなくなってきたという話を聞いていまして、大分数

は減っていますけれども、例えば、この前に阿倉川町、西富田町の近辺に一個ありまして、

そちらの整理も市が入って片づけたというところでございますが、やはり小まめに立ち入

るというのが重要でございまして、うちのほうで立ち入り指導をし、特に目に余るものは

関係者と一緒に行ったりとかということもしていますが、やはり効果のある形で逃げずに

やるということが基本と考えておりますので、またよろしくお願いしたいと思います。 

 

○ 川村幸康委員 

 現場って、大体把握しとるんですか、幾つあるか。四日市市の中にある、例えば、生桑

町のところの街道にもあったり、湯の山街道のところにも二つあったり、向こうの阿倉川

町の新しい道路のところにもありますわな、幾つか。だから、もし最低限やらなあかん仕

事とすると、現状把握だけは、こことこことここにあるよと。それがわかっとるとチェッ

クもできるやろうけど、どこにあるかわからんというのはいつの間にか大きくなっとった

という話やで。 

 私、びっくりしたのは、大井手のところは警察が二、三回入っていくのを見たことある

わ。警察が目を光らせとるんやな。だから余り大きくなってこんわ。一遍大きくなったけ

ど、また減ってたわ。だから、そういうところもあるんやで、先に目を立てて、四日市市

としてできんのは警察権まではあらへんやろうけど、できれば、どことどことにこういっ

たのがありますよと。ちょっと大きくなってきたら、警察に相談するのかさ、どこに相談

するのか、別にしてやらんと。 

 

○ 前川生活環境課リサイクル係長 

 ご指摘のとおりかと思います。今、家電にとらわれず金属部類を集めて、高価買い取り

をしますよ云々という大手のところ、恐らく、委員が言われたのは、大井手の湯の山街道

沿いのところとか、生桑町のところ、それからミルクロード沿い等々ございます。または

国道23号線の川尻町のあたりにもあります。それは結構大口でやっとるところですけれど

も、小口といいますか、何でも無料で回収しますという無料の回収拠点というのは、先ほ

ど課長が申し上げましたように、少しずつ減ってきてはいます。しかしながら、そのまま

の状態で放置されているケースも出てくる危険性がありますので、小まめに立ち入りをさ

せていただいとるというのが現状かと思います。 
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 ただ、大口の部分については、私も経済産業省の職員とお邪魔したことが何度かありま

すけども、基本的に彼らは、「これは私らの資産なんだ。これは有価物だからごみじゃな

いんだ」という主張を繰り返されます。ごみじゃなくて、うちの商品なんだから商品に手

を出すなというふうになりますと廃棄物の法律ではくくれなくなりますので、そこら辺の

見きわめが極めて重要かというふうなことを思っております。 

 ですので、今後も、一つ間違えばごみとしてそのまま投棄されることも当然懸念されま

すので、小まめに我々の市の権限で入れる部分と県の権限で入れる部分、あるいは国の権

限で入っていただかんならん部分、そういったことを連携しながら入らせていただく、そ

うしてできるだけ早期に指導に入らせていただくというふうなことを努力させていただき

たいというように考えております。 

 

○ 川村幸康委員 

 できたら、集めだしたんやから小さい芽のうちに、業としてやる以上は民業を圧迫する

ことはできへんやろうけど、それはチェックをしておいて、なり得る可能性が確率的にあ

るわけやで、役所は目を光らせなあかんのと、もう一個、物が置いてあることから始まっ

てごみががんがん山積みになっていくやん、あれをどう見るかやで。あの辺を最初のとき

に言うんなら結構どけるけど、大きくなってしまってからでは。 

 東名阪自動車道で名古屋方面に行くときに、乗ってすぐのところに、だんだんと大きく

なってきて、あれぐらいになるとちょっとどけやんのと違うかなと思うぐらいになってき

とるで、いかに早期に発見してある程度行政が指導するかということが重要やで、あんだ

け大きくなるとちょっとどけれやんやろなとなってくると、それは言われても困るで、だ

から、早め早めにどうするかというのは、この監視事業の中でパトロールというけど、ど

れぐらい丁寧にやるかやで、これは。 

 それを一遍きちっと、24地区あるんやったら24地区で、ある程度地区市民センターの館

長に頼るんかどうかわからんけど、きちっと洗い出しをしてさ、そういったところはあら

へんかさ。それから、私らのところの中山間の山やと、山の中に入っていくとほってある

わ。一斗缶やら何やらが。言えへんわ。ちょっともう、半年たつと草が生えてもうて見え

へんで、それも含めると、ちょっとやっぱりきちっと。それは民地やという話かわからん

けど、山道はついとんでな、ほっていくんやで、だから、そこらをもう一遍きちっと、環

境部の仕事なんか、どこの仕事なんか、よく見えやんのやけど、大きくなるとなかなかど
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けへんでな、それをお願いしたいなと思っています。 

 以上です。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他に。 

 

○ 中村久雄委員 

 予算資料の３ページかな、環境学習推進費の中で、いろいろ細かくあるんですけど、バ

スの借り上げ26万8000円というのは具体的にどういうふうなところで。 

 

○ 樋口四日市公害と環境未来館準備室長 

 こちらの費用につきましては、現地を見ていただくことが大事ということを認識してい

まして、例えば公害の被害地域を含めてフィールドワークをしていきたいと、そのときに

必要なバスを借り上げる費用として上げております。 

 

○ 中村久雄委員 

 それは定期的に行われるんですか。 

 

○ 樋口四日市公害と環境未来館準備室長 

 年間を通じて数回させていただく予定でございます。 

 

○ 中村久雄委員 

 申し入れをした形で、例えば企業とも連携をとって、工場見学もそこに入ったりという

形で企画されておりますか。 

 

○ 樋口四日市公害と環境未来館準備室長 

 一例を申し上げますと、この開館後のすぐ３月26日に、フィールドワークということで、

四日市公害と環境未来館を見ていただいた後に、被害地域であったり、あるいはコンビナ

ート企業の中へ入って見させていただきます。 
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○ 中村久雄委員 

 じゃ、それはよろしくお願いします。 

 この下のエコパートナーシップの団体交流イベントの380万円というのは、これは予定

されとるんですかね。 

 

○ 樋口四日市公害と環境未来館準備室長 

 ことしまで環境シンポジウムという形で文化会館でさせていただいておりました。来年

につきましては、四日市公害と環境未来館の４階の特別展示室を利用しながらさせていた

だく予定です。 

 

○ 中村久雄委員 

 ことしから市民に意見募集とありまして、今のフィールドワークとかね、市民からも意

見があったので、ぜひ募集をして。 

 自己負担はあるんですかね、幾らか。 

 

○ 樋口四日市公害と環境未来館準備室長 

 いまのところ考えてございません。 

 

○ 中村久雄委員 

 それで26万8000円でいけるんですか。 

 

○ 樋口四日市公害と環境未来館準備室長 

 これについてはバス代だけの話ですから。基本的にお金がかかるというのはバス代ぐら

いしかございませんので、今のところそのようなことでさせていただこうかなと思ってい

ます。 

 

○ 中村久雄委員 

 でも、一回借りたら七、八万円ぐらいかかるでしょう。 

 

○ 樋口四日市公害と環境未来館準備室長 
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 七、八万円かかりますので、それで割った回数になりますね。 

 

○ 中村久雄委員 

 その辺は開館してからやっていただきたいことです。ほんで、開館してすぐにそういう

計画という形で、やはり最初が肝心と先ほど話もあったように、よりよいものにしてくだ

さい。 

 以上です。 

 

○ 森 智広委員 

 四日市公害と環境未来館の話なんですけど、先ほど中村委員からも、川村委員からもあ

りましたけども、これは市内小学生も来てくれると思うんですけれども、何学年を対象と

して来てもらうと決まってるんですか。 

 

○ 樋口四日市公害と環境未来館準備室長 

 想定としましては、社会でしたかね、公害を習うのは小学校５年生になりますので、小

学５年生の方になろうかと思います。 

 

○ 森 智広委員 

 これは、義務というか、必修カリキュラムに含まれるんですか。ちょっと教育委員会の

話になってしまうんですけど。 

 

○ 樋口四日市公害と環境未来館準備室長 

 委員ご指摘のように、義務というのは、やっぱり教育委員会のことで僕らにはできませ

んので、それが定期的にきちんとなされるように、今、教育委員会に申し入れて、教育委

員会のほうでもそれなりに対応していただいとるということでございます。 

 

○ 森 智広委員 

 そういった学校の予算というのは教育委員会で措置するということなんですね。 

 

○ 樋口四日市公害と環境未来館準備室長 
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 教育委員会のほうで措置していただいとるというふうに聞いております。 

 

○ 森 智広委員 

 それと、四日市市以外の子供たちが四日市公害と環境未来館に来るケースもあると思う

んですけども、そういった受け入れというか、声とかというのは聞いていますか。 

 

○ 樋口四日市公害と環境未来館準備室長 

 例えば公害資料室なんかに、例えば伊賀市とか、津市とかから来ていただいています。

この方々からは、できたときにはぜひ来たいというふうに聞いております。 

 

○ 森 智広委員 

 市内にかかわらず市外、特に県下だと思うんですけれども、学生にもぜひ来てもらえる

ように、ちょっとまた検討、連携をとりながら、たくさんの人に来ていただきたいので、

そういった取り組みを積極的にやっていただきたいなと思っています。 

 

○ 荒木美幸副委員長 

 じゃ、ごみ関連に戻って恐縮ですが、大きく３点ほどお聞きをします。 

 まず、廃棄物の関係ですが、先ほど中村委員が監視カメラの件で質問をされました。こ

としは西阿倉川にはつけていただいたんですが、実はダミーでつけているところがあるん

ですね。これは自治会の独自の対応なんですけれども、このダミーのカメラについてまず

は４点お聞きしたいんですが、一つは、市がちゃんと把握をしているかということ、それ

から２点目に、効果的なことはどのように考えていらっしゃるかということ、そして３点

に、やはりダミーにするとかなりコストが変わるのかということ、それから４点目に、市

としてはこれを推奨していくのかどうかという点、まずこれをお聞きしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

 

○ 伊藤廃棄物対策室長 

 自治会さんが設置しているダミーのカメラを市としてどの程度把握しているかとのご質

問ですが、ある一定の部分は把握しておりますが全てを把握しているというわけではあり

ません。申しわけございません。 
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 あと、コストとして、ダミーと本物、本物というとあれですけど、ものによっては数万

円で買えるものもありますから、100万円以上の差があるのかなというふうに思っており

ます。 

 そして、推奨するかどうかという点ですが、市として設置をさせていただいておるとこ

ろというのは、純粋に不法投棄、本来のごみを置いてはならん部分に、法律的にはみだり

にごみを捨てたらあかんというところで設置をさせていただいておる状況でございまして、

自治会さんが設置をしているというのは、ちょっと大きめの集積場であったりとか、あと、

よくほかの地域等々からごみを勝手にほられるとか、この近所で言いますと、近鉄の高架

下に、消防本部からちょっと南へ入っていったところに一つ設置があるかと思うんですが、

そういった感じで、他地域から持ってきてほられやすくてごみの集積場が何とも手がつけ

られんというような形のところに設置がされております。 

 こちらについて、ごみの集積場そのものは、我々市としましては自治会さんのほうに管

理のほうをお任せしておりますもので、そこの設置をするかどうかという判断は自治会さ

んのほうにお任せしておるというのが実態でございます。 

 

○ 荒木美幸副委員長 

 効果的なものは何か、検証されていらっしゃいますか。 

 

○ 伊藤廃棄物対策室長 

 効果として、ある程度上がっているのかなというふうには思っております。ただ、先ほ

ど申し上げた近鉄線の高架下のところについてはほとんど効果が上がっていないというの

が実態かと思います。 

 

○ 荒木美幸副委員長 

 では、今後も、またそういった動きがあるということで、しっかりと状況把握をしてい

ただきながら、効果検証もしていただいて、市としてどうするのかというふうに考えてい

ただければと思います。 

 ２点目なんですけれども、ごみのリサイクルについてなんですが、来年、新しいごみ処

理施設ができ上がってくる中でごみの分別も変わっていくということで、きょう説明があ

りました。来年１年かけて市民に啓発をしていくということなんですが、まず一つは、こ
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れはお願いなんですけれども、恐らくいろんな媒体を通して啓発をしたり、あと出前講座

なども活用しながら市民に周知をしていくんだと思うんですが、どちらかというと迷惑施

設的な、そういう雰囲気があるのかなと思うんですが、決してそうではなくて、やはり最

新のすばらしいごみ焼却場ができるということで、そこのところは、やはり市民啓発をし

ていく中で、しっかりとすばらしい施設ができるということに誇りを持ってまずは市民に

伝えていただきたいなと思います。 

 出前講座なども前川係長はとてもお上手でいらっしゃるし、そういったところでもしっ

かりとお伝えいただければ効果的ではないかなというふうに思いますので、またこれもお

願いです。 

 その分別なんですが、リサイクルができるものは、これまでどおり文化として、例えば

ペットボトルも、燃えるけれども、やはり分別の文化ができているので、それは大事にし

ていくということで今後も続けていくというようなご説明があったと思いますが、それで

よろしいですね。 

 

○ 田中生活環境課長 

 こちら、ごみ処理の基本概念というところで、委員がおっしゃるとおり、まずはリサイ

クル、その次に燃やす、最後の手段が埋め立てということなんですけれども、やはりリサ

イクルが第一、私ども循環型社会という目標も立てております、それはまず第一に訴えた

いと、そのように思っております。 

 

○ 荒木美幸副委員長 

 そんな中で、ペットボトルのリサイクルで、キャップを集めて世界の子供たちのワクチ

ンにするという、運動が広まっているんですけれども、そういったものに、例えば寄与し

ていくとか、協力していくという考え方であったりとかはお持ちなのかということと、そ

もそもそういう団体にそういう協力は市としてできないものなのか、ちょっとお聞きをし

たいと思います。 

 

○ 前川生活環境課リサイクル係長 

 ありがとうございます。説明は、こういう場ではなかなかうまくできませんもんで、え

らい申しわけございません。 
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 ペットボトルのリサイクルに関しましては、ボトルのリサイクルは通常の産業の中でで

き上がってきておるんですけども、キャップを、いわゆるワクチンにするとかという動き、

これは、以前アルミ缶のプルトップを集めて車椅子をとか、そういうのと系統は一緒で、

それからベルマークとか、そういった類いのものになります。 

 ペットボトルのキャップというのは、基本的にある程度の量が集まらないとお金にはな

かなかかえづらいというところがありまして、実はそれを推進しとる協会がありまして、

そこが集めて協力していただく業者さんに売却をし、売却された資金でもってワクチンの

製造に充てると、こういうふうな仕組みづくりがあるというふうな組織はございます。 

 それで、我々としては、そのキャップを集めるのが、非常に少量でございまして、なか

なかそれだけを小分けして集めるというのは、収集コストのほうがはるかに高くついてし

まって、ちょっと難しい部分はあろうかと思います。ただ、一部、地元の集積場におきま

して、地元の皆さんがペットボトルのキャップだけを別で集めていただいている地域もご

ざいます。そういったところは、私どものほうの資源の回収事業者が、生活環境公社にな

りますが、回収のときにちょっと別枠で置いておいて、一定の量がたまった時点でその協

会のほうに売却、譲らせていただいとるという部分もございます。 

 ただ、市の収集業務の中でペットボトルのキャップだけを回収するというのは、ちょっ

と今のところは考えておりません。 

 

○ 荒木美幸副委員長 

 ありがとうございます。わかりました。 

 じゃ、もう一点ですが、施設の職員さんの対応についてなんですが、以前も、市民アン

ケートなどから、特に南部埋立処分場については市民の方から非常に厳しいお言葉をいた

だいている状況がありましたけれども、ことしいただいた昨年のアンケートはそういった

記述がなかったのかなと確認をしましたけれども、その辺の状況はいかがでしょうか。 

 済みません、まず。 

 

○ 田中生活環境課長 

 こちらの南部埋立処分場の関係でございます。私どものほうも、正直申し上げますと、

やはり苦情といいますか、そういうケースはございます。私どもに直接、本課のほうへ聞

こえてくる場合、現場で押し合いになったりとか、押し合いってそれほどではないんです
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けど、やはりよくよく聞いていきますと、お仕事系のごみだったりとかというようなケー

スが多々あったり、それからもう一つは、私どもの聞き取りが甘いというんですかね、い

ろんなケースがございますので、例えば私どもが事業系の産業廃棄物だと思いやすいもの

であっても、ご家庭から出てくる場合もたまにはございます。そういった部分があります

ので、寄せられる都度、こんなことがあってはならんのですけれども、やはり職員をもう

一回呼んで、ちょっともう一回、考え方とかただしながら一つ一つ潰していきたい。 

 それから、ケースバイケースの応対が求められる中で、例えば外に立っていながらの仕

事というと、えてしてなりやすいということもありますので、この辺については私どもも

口酸っぱく言って、こういったことのないようにと、その辺は頑張っていきたいなと思っ

ております。 

 

○ 荒木美幸副委員長 

 ありがとうございます。施設は違いますが、私、北部清掃工場のほうにちょっとリサー

チに行ってまいりました。お仕事内容が若干違うのかもしれませんけれども、感じました

のは、確かに危険が伴いますから大きな声で指示をするという場面はあったかと思います

けれども、見るからに善良な市民に対してはもう少し言葉を変えていただいたりとか、そ

の必要があるのかなと感じました。例えば「５番」と言われるわけですよ。せめて、「で

す・ます」をつけませんかと私は言いたくなったんですが、そういったところのめり張り

が下手くそだなというのを正直思いました。 

 危険な場所ではある程度大きな声でしっかり指示ということも必要かもわかりませんが、

そうではない方もたくさんいらっしゃいますし、それが大きな印象につながっていくと思

うんですね。私、せんだって、朝明衛生組合でも少しお話しをさせていただいたんですが、

し尿処理の委託業者の方々がとても礼儀正しい対応をされてすごく感動したという話をし

たんですけれども、本当に市民から見える場所というのは、そういう職員さんの対応がす

ごく大きいと思うんですね。そこで、ごみの施設であったり、あるいは市役所の印象であ

ったりというのを感じていきますので、そこをしっかりとしていく必要がありますし、ま

たハードがよくなれば市民の方の期待度も絶対上がっていきますので、建物は立派になっ

たけどというふうに言われないように、そこは意識を持って、あと誇りを持って職員の指

導もお願いしたいなというふうに思いますのでよろしくお願いします。 

 以上です。 
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○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑はございませんか。 

 

○ 川村幸康委員 

 監視カメラで、ダミーと写るやつがあるんやろ。写るやつで撮って、それは、何かその

後に活用があるの。 

 

○ 伊藤廃棄物対策室長 

 市で設置しておるカメラにつきましては、週１回、データを回収してチェックをしてお

ります。そして、指導できる部分については指導するという形をとっております。 

 

○ 川村幸康委員 

 そうすると、顔も写っとるし、あれも写っとるんで、その人に個別に、ほったらあかん

よとか、そういうこと。 

 いや、不法投棄の場所やったら、それはもうあかんのやろうけど、ごみ捨て場にほりに

くるやつでも設置してあるんやろ。そうじゃないの。だから、不適正処理事案と不法投棄

と両方あるわけやろ。だから、燃やすごみのときに金属をほっていく人もおるやろうし、

それからほったらあかんところにほるやつもおるやろうし、どういう指導体制をしとんの。 

 

○ 田中生活環境課長 

 私どもが監視カメラを設置しているのは、いわゆる不法投棄というところでございまし

て、先ほど委員がおっしゃっていた山のところとか、ちょっと少し一本中に入ったような、

公有地なんかが大半なんですけれども、そういったところへ設置しているというところで

ございます。 

 それで、そちらは、先ほど申し上げましたように、週に１回、カードを抜いて写真をチ

ェック、そのときに不法投棄があればその辺と結びつけ合わせて、そんなにきれいに写っ

とるというほどでもないんですけども、例えば夜なんかやとぴかっと光って車を照らした

りするような機能がついておりますので、それを見ながら、例えばナンバーとかがつかめ

ればそれを追いかけて告発していくとか、そういった形になります。 



 - 65 - 

 あと、もう一つがごみ置き場の関係でございますが、ごみ置き場の場合は、どうしても

プライバシーの問題があって市としては設置もしておらないということで、自治会のほう

で、基本的にはダミーで抑止的効果を求めていると思いますので、そちらの設置が多うご

ざいます。 

 私どもの場合、例えば置き場でごちゃまぜに出てきたりとか、いろんなケースがありま

すと、大体通報をいただきますので、そういう箇所は私どもも大体把握しておりますので、

ぐるっとパトロールのほうで回って、例えば自治会のほうから聞いた残っているごみを開

けて証拠物を調べたりしまして、先ほど警官のＯＢが戻ってきた後のお仕事というような

ことを申し上げましたけども、その中で証拠物を調べて、聞き取って、例えば不法投棄な

んかですと始末書をとったりしますけども、そういった形で一つずつ指導しているという

形で、カメラのほうは使っておりませんが、置き場のほうはそういった形で、内容物で証

拠をつかんで指導していくと、こんな形で地道に毎日積み上げとると、そのような状況で

ございます。 

 

○ 川村幸康委員 

 さっき荒木委員が言うたのは、市民アンケートやった。市民アンケートに、墓地の舗装

をするのがされてないというのが出とったと思うんやけど、あんたらも見たと思うんやけ

ど、今年度するのかな。 

 

○ 田中生活環境課長 

 こちらの墓地でございますけども、予算の中で、８、９ページのほうですかね、そこの

中で、斎場管理運営費のほうでちょっとご説明しましたが、今年度は、できれば火葬場の

ほうの解体に合わせて舗装させていただきたいと思っておりまして、その予備設計とか、

その辺の内容、例えば透水性とかいろいろあると思いますけど、それらも含めてちょっと

一度検討してみたいと思っております。 

 

○ 川村幸康委員 

 市民アンケートに出やんように、言われないように早くしたってください。 

 以上。 
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○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑ございませんか。 

 

（なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 質疑もないようですので、質疑を終結いたしまして討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

 

（なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 討論もないようですので、これより分科会としての採決を行います。 

 議案第91号平成27年度四日市市一般会計予算、第１条歳入歳出予算、第４款衛生費、第

１項保健衛生費関係部分、第２項清掃費、第２条債務負担行為関係部分につきましては、

原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 ご意義なしと認め、本件は可決すべきものと決しました。 

 全体会に送るものはないということで確認させていただきますのでよろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 じゃ、よろしくお願いいたします。 

 

 〔以上の経過により、議案第91号 平成27年度四日市市一般会計予算、第１条歳入歳出

予算、第４款衛生費、第１項保健衛生費（関係部分）、第２項清掃費、第２条債務
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負担行為（関係部分）について、採決の結果、別段異議なく可決すべきものと決す

る。〕 

 

○ 竹野兼主委員長 

 ちょうど１時間たちましたので15分休憩をさせていただいて、その次は補正予算から入

らせていただきます。再開は14時15分です。 

 

                                １４：０１休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １４：１５再開  

 

○ 竹野兼主委員長 

 それでは、時間が参りましたので委員会を再開いたします。 

 続いて、補正予算の審査に入ります。 

 

    議案第132号 平成26年度四日市市一般会計補正予算（第８号） 

     第１条 歳入歳出予算の補正 

        第４款 衛生費 

         第１項 保健衛生費（関係部分） 

         第２項 清掃費 

     第２条 繰越明許費（関係部分） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 議案第132号平成26年度四日市市一般会計補正予算（第８号）、第１条歳入歳出予算の

補正、第４款衛生費、第１項保健衛生費関係部分、第２項清掃費、第２条繰越明許費関係

部分につきましての説明をお願いいたします。 

 

○ 田中生活環境課長 

 それでは、予算常任委員会資料、平成26年度一般会計補正予算（第８号）をちょっとご

らんいただきたいんですが、お願いいたします。 
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 では、まず補正予算書では10ページになりますが、繰越明許費の補正のほうからご説明

させていただきます。 

 まず、南部埋立処分場の環境整備事業費でございまして、小山２号線測量設計事業費で

ございます。こちらについて、年度内に完了せず平成27年６月30日まで工期を延伸すると

いうことで、その関係で2606万9000円の繰り越しとなっておるところでございます。 

 この理由でございますけれども、この小山２号線は今年度に着手した事業でございます

けれども、こちらは足見川等の橋のかけかえといったものがございまして、横には水道管

も入っております、そういったこともございまして、上下水道局、それから河川を管理す

る三重県、それから道路の線形の関係で用地買収等も伴っておりますので、地元自治会と、

そういったところとさまざまな調整をしてまいってきたんですが、それに日時を要したと

いうことで、ちょっと年度内に完了が見込めないというようなことがございまして、この

2606万9000円でございますけども、繰り越しをさせていただくというものでございます。 

 

○ 人見環境保全課長 

 環境保全課の人見でございます。 

 私のほうから、（仮称）四日市公害と環境未来館整備事業費の補正予算等についてご説

明させていただきます。 

 補正予算書の（２）ですかね、これの34ページ、35ページでございます。この中の整備

事業費でございますけれども、当初６億978万8000円の予算額を計上しておったわけでご

ざいますが、展示制作の委託料、あるいは工事の請負費等々で入札差金が生じましたこと

から、入札差金の4760万円を減額補正させていただこうというものでございます。 

 次が、中小企業新エネルギー導入等促進事業費補助金でございます。 

 補正予算書のほうは、36ページ、37ページになります。当初予算額といたしましては１

億円のほうを計上させていただいておったわけでございますが、制度の見直し等々により

まして、応募が少なかったということから、今回5200万円の減額補正を計上させていただ

いておるものでございます。 

 私のほうからは以上です。 

 

○ 田中生活環境課長 

 済みません、ページを１枚はねていただきまして、２ページのほうをごらんください。 
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 続きまして補正予算（２）のほうで、36ページ、37ページのほうに出ている清掃工場管

理運営費でございます。当初の事業費７億2400万円余でございますが、こちらを3300万円

減額補正するというものでございまして、その内容ですけども、焼却灰の処理費を約２億

円ほど見ておりましたんですが、入札による単価差ということで、当初１ｔ当たり２万

4000円、大体8000ｔ弱出てくるんですけども、そちらのほうの入札によって２万円弱まで

落ちてきたということ、それと薬品等で一部不用が生じたということで、焼却灰で3000万

円、薬品関係で300万円という不用が出てまいりましたので、その分を減額補正しようと

いうものでございます。 

 続きまして、ごみ処理施設の環境整備事業費でございます。 

 こちらにつきましては、それぞれ先ほどもちょっとご説明差し上げたところでございま

すが、細かな何種類もの工事を行っておるわけでございますが、そちらのほうの一つ一つ

で入札差金が生じたというようなこともございまして、その部分で890万円ほど減額する

ということで、中身は設計委託であったり、工事であったり、公有財産、用地の購入費で

あったりというものでございます。 

 続きまして、埋立処分場の整備事業費、こちら補正予算の（２）の36、37ページでござ

います。 

 こちらのほうは井戸移設工事の見直しということで、こちらは昨年来行いました雨水処

理新施設の処理施設の工事の関係でございますが、そちらの移設工事の設計をいろいろ見

直した結果、そちらは実施せずに済んだということ、それで1800万円、それから覆土工事

の関係で、先般、議案でご説明していった工事の入札差金が800万円ほど、それから、11

月定例月議会でかけました公有財産の購入費でございますけども、当初のっていた単価よ

りも鑑定が低かったというようなこともございまして、そちらで2470万円というような不

用が生じたことから、全体として5070万円の減額を行うというものでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 説明はお聞き及びのとおりです。 

 ご質疑がございましたらご発言願います。 

 

○ 川村幸康委員 
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 参考までに。補正予算やであれなんやけどさ、消費税が、もう今度絶対に先に送らんと

上がると言うとるやん。上がる上がらないにかかわらずやらなあかんもんてあるやん、環

境部でも。一般やと駆け込み消費を含めてやっとるやろ、意外に、前倒ししてやるやつは。

役所的な発想はどうなんの。それはもう全然関係ないの。そうやけど総事業費は減るわな、

やらなあかんもんが２％減るわな。前の５％から思ったら５％減るんやでさ、だから、繰

り越す補正予算を組む、そういう状況のことは理解するんやけど、そういうことのものの

見方というのを考えとんのか、それは財政経営部とのやりとりなのか、どういうことなん

かな。もう変わるやろ。 

 

○ 須藤環境部長 

 長期的な事業については推進計画に重きを置いて実施しておりますので、消費税のアッ

プということでそれを前倒しするかというような議論は全庁的には出ておりません。我々

も、将来的に見込まれる事業もございます、例えば解体していかんならんような施設とい

うのをいまだに持っとるというようなところもございます。 

 その辺については、清掃工場の整備というものが進んでいって、歳出の平準化を図ると

いうようなことで少し先送りしとるような面もございますが、そのようなものを早くした

ほうが２％得やないかというような考え方もございますが、その辺についてはちょっと推

進計画に基づいてやっていくという中で議論はされていないというのが現状でございます。 

 

○ 川村幸康委員 

 やっぱり少しは、全く議論しないんじゃなくて議論の余地に入れてやったほうが私はえ

えんかなと思っとるし、さっきも言ったように、資源になっとるようなものの相場によっ

ても変わるわけやでさ、鉄なんて今最低に安いんやろ、多分、この前まで高くて、今、鉄

は底をついとるでな。今は解体して鉄なんか売ったってもうからへんのや、ごみなんや。 

 そういうことの相場性ってあるんやで、ちょっとはそれを頭に入れて、役所も、民間ほ

ど敏感になって効率、合理性を求めるということではないのかもわからんけど、少々そう

いうことを入れてしたほうがええんと違う。期間がもつようなやつは、結構どこの行政で

も前もって買ったりさ、必要な薬剤とかさ、ちょっと在庫がきくようなもので必要なもの

は先に仕入れとくとかな、ある意味、効率のいい税金の使い方ということで考えると、そ

れを少し、ノーチェックではなくて頭に入れてやるという考え方があってもええのかなと
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いうことだけです。 

 だから、今までのような補正予算の組み方と繰り越しというのからいくと、この一、二

年はちゃんとそういうことも頭に入れてやらんとあかんのかなというふうに思っています。 

 以上です。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 意見としてお伺いしておきます。 

 他にご質疑はございませんでしょうか。 

 

（なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 質疑もないようですので、これより討論に移ります。 

 討論がございましたらご発言願います。 

 

（なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 討論なしと認めます。 

 討論もないようですので、都市・環境分科会としての採決を行います。 

 議案第132号平成26年度四日市市一般会計補正予算（第８号）、第１条歳入歳出予算の

補正、第４款衛生費、第１項保健衛生費関係部分、第２項清掃費、第２条繰越明許費関係

部分につきましては、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 ご異議なしと認め、本件は可決すべきものと決しました。 

 確認させていただきます。全体会に送るものはないということでご了解いただきたいと

思います。 
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 〔以上の経過により、議案第132号 平成26年度四日市市一般会計補正予算（第８号）、

第１条歳入歳出予算の補正、第４款衛生費、第１項保健衛生費（関係部分）、第２

項清掃費、第２条繰越明許費（関係部分）について、採決の結果、別段異議なく可

決すべきものと決する。〕 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それでは、予算常任委員会都市・環境分科会から都市・環境常任委員会に変わります。 

 

    議案第122号 四日市市鳥獣飼養関係手数料条例の一部改正について 

 

○ 竹野兼主委員長 

 議案第122号四日市市鳥獣飼養関係手数料条例の一部改正について、質疑をお受けいた

します。 

 何かご質疑ございませんか。 

 

○ 川村幸康委員 

 説明はないの。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 説明は前にしましたよね。 

基本的には名称が変わるということですね。 

 

○ 人見環境保全課長 

 そうです。法律の名称が変わりますので、私どもの条例の……。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 名称を変更するという。 

 

○ 人見環境保全課長 
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 そうです。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律であったものを鳥獣の保護及び管

理並びに狩猟の適正化に関する法律と、「管理」という言葉がつけ加えられたため、私ど

もの設置する条例のほうを改正するものであります。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 よろしいですか。 

 

（なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

別段質疑もございませんので、これより討論に移ります。 

 討論がございましたらご発言願います。 

 

（なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 討論もないようですので、これより採決を行います。 

 議案第122号四日市市鳥獣飼養関係手数料条例の一部改正につきましては、原案のとお

り決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 ご意義なしと認め、本件は可決すべきものと決しました。 

 

 〔以上の経過により、議案第122号 四日市市鳥獣飼養関係手数料条例の一部改正につ

いて、採決の結果、別段異議なく可決すべきものと決する。〕 

 

                                １４：３０休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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                                １４：４７再開  

 

○ 竹野兼主委員長 

 それでは、昨日に引き続いて委員の皆さんにおかれましては資料請求の部分についての

み説明を受けて、あす、その後の質疑を進めさせていただきたいと考えておりますので、

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは、これより予算常任委員会都市・環境分科会の都市整備部に関しての説明を求

めたいと思います。 

 その前に、まず、伊藤都市整備部長、ご挨拶をお願いいたします。 

 

○ 伊藤都市整備部長 

 都市整備部です。よろしくお願いいたします。 

 委員の皆様におかれましては、連日の審査、お疲れさまでございます。都市整備部、前

回の議案聴取会の中で追加資料の要請をいただいておりますので、まずその追加資料の説

明から入らせていただきます。担当のほうから説明させますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 議案第91号平成27年度四日市市一般会計予算、第１条歳入歳出予算、第８款土木費、第

１項土木管理費、第２項道路橋梁費、第３項交通安全対策費、第４項河川費、第６項都市

計画費、第８項住宅費、第２条債務負担行為関係部分、議案第95号平成27年度四日市市土

地区画整理事業特別会計予算、議案第96号平成27年度四日市市住宅新築金等貸付事業特別

会計予算及び議案第97号平成27年度四日市市公共用地取得事業特別会計予算について、追

加資料の説明を求めます。 

 

    議案第91号 平成27年度四日市市一般会計予算 

     第１条 歳入歳出予算 

        第８款 土木費 

         第１項 土木管理費 

         第２項 道路橋梁費 
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         第３項 交通安全対策費 

         第４項 河川費 

         第６項 都市計画費 

         第８項 住宅費 

        第11款 災害復旧費 

         第１項 農林水産施設災害復旧費（関係部分） 

     第２条 債務負担行為（関係部分） 

    議案第95号 平成27年度四日市市土地区画整理事業特別会計予算 

    議案第96号 平成27年度四日市市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

    議案第97号 平成27年度四日市市公共用地取得事業特別会計予算 

 

○ 川尻都市計画課長 

 都市計画課、川尻です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、私のほうから、追加資料、予算常任委員会都市・環境分科会資料、こちらの

ほうで説明させていただきます。 

 １ページをごらんください。コミュニティバス支援事業についてご説明いたします。 

 平成26年度予算と平成27年度予算案との比較を掲示してございます。左に平成26年度、

真ん中に平成27年度案、そして右に変更点を記載してございます。 

 生活バス四日市に対する支援につきましては、変更点、市民自主運行バスに対する支援

制度を改正、下記①を参照ということで、真ん中あたりに支援制度の改正案が記載してご

ざいます。現行は運行経費から運賃収入を減じた額の２分の１で、限度額が月額35万円と

なっております。これを今回、運行経費の２分の１、限度額、月額50万円と改正したいと

考えております。 

 次に、コミュニティバスの導入調査研究費につきましては、前年度と同じく200万円を

予定しております。 

 そして、三つ目といたしまして、新規路線実現のための調査研究ということで300万円

を計上してございます。これは、現時点におきましては、平成26年度に社会実験を行いま

した水沢・桜地区での実験結果を踏まえた新規路線実現のための検討を行っていきたいと

考えております。下記②参照ということで、今年度実施いたしました水沢・桜地区の社会

実験の結果を記載してございます。 
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 ４週間で、合計2002人の方に乗車をいただきました。１便当たり平均5.1人でございま

す。ちょっと米印で記載してございますが、これは桜駅から１区間乗る四日市西高校の生

徒にたくさん乗っていただいたことがありましたので、その生徒を除いた数字が米印で記

載してございます。全体で1281人、平均いたしますと3.3人ということで、課題が記載し

てございますが、全体の利用率をもう少し上げる工夫が必要である、有料となったときの

高校生の利用者の減少を懸念、本格運行の前に有料の社会実験等を実施することも検討す

る必要がある等々、地域の皆さんとも協議しながらこれから進めていきたいと考えており

ます。 

 私のほうの説明は以上でございます。 

 

○ 中村道路整備課長 

 道路整備課、中村でございます。 

 ２ページをごらんください。川村委員さんから、通学路整備と土木要望の関係を整理す

るようにというようなご指示をいただきましたもので、通学路の交通安全対策についての

フローを教育委員会と都市整備部でまとめさせていただきましたので説明をさせていただ

きます。 

 通学路の交通安全対策と土木要望につきまして説明させていただく中で、まず、通学路

とは小学校の校長さんが指定をした道路及びその区間を言いまして、通学路の安全対策の

事業フローといたしましては、各小学校は、ＰＴＡや子ども見守りボランティアなどの協

力を得て通学路の安全確保のための点検を行います。そして、その結果、要対策箇所を教

育委員会のほうへ報告します。その際に、地域の連携を強化するため小学校と地区市民セ

ンターの間において情報の共有を図ることになっております。これが地区土木要望との整

理を図るという意味になっております。 

 そして、要望箇所のうち、カーブミラーとか、側溝のふたがけ、路面表示など規模の小

さい対策につきましては教育施設課のほうで実施をしております。そして、規模の大きな

対策になりますと、安全対策の方針を定めました四日市市通学路交通安全プログラムとい

うのがございまして、それによりまして教育委員会の事務局を務めております四日市市通

学路交通安全推進会議というのがございまして、ちょっと推進会議と呼ばせていただきま

すけども、この組織において教育委員会、警察、道路管理者、そして学校関係者の各担当

者による合同点検を実施しまして具体的な対策を検討してまいります。そして、その結果
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が推進会議に報告されます。そして、この報告を受けて、教育委員会、警察、各道路管理

者が安全対策を実施することになります。 

 このフローの右下の枠でございますけれども、道路管理者が実施するというところの下

の注意書きでございますけども、市道の場合、件数が非常に多いことから、毎日通学路で

児童の誘導を行っていただいている父兄さんや小学校、教育委員会が危険度を把握して危

険箇所を上げてきていただいておりますので、教育委員会が優先順位を策定しております。 

 そして、道路整備課では、この優先順位に従って国の通学路安全対策交付金事業として

順次整備を進めさせていただいております。具体的には、例えばカラー舗装とか、側溝の

暗渠化、路肩の擁壁などによりまして歩行空間を確保するというのが一般的な事業でござ

います。 

 そして、このような中で、通学路の安全対策としては、優先順位は低くても地域住民の

安全対策として捉えていただきまして、地区土木要望の自主選定組織さんが土木要望事業

として取り上げていただいているという事例もございます。そういった中で、通学路で実

施する部分と、そして土木要望で実施する部分とで仕分けをしていただいておるという形

になっております。 

 続きまして、３ページをごらんください。中村委員さんから、道路管理パトロールの頻

度とそれにかかる経費、そして国・県との連携についての資料請求をいただきましたので

説明をさせていただきます。 

 まず１の、市の道路補修件数でございますが、３年間の実績とその平均を表にいたしま

した。パトロール班は嘱託職員１名、そして臨時職員３名の１班４人体制でございますけ

ども、市内を北と南に分けまして２班でパトロールをしていまして、損傷箇所の早期発見、

早期補修に努めておるところでございます。 

 ２ですが、平成27年度の道路パトロールにかかる予算の内訳でございますけれども、予

算科目が道路維持費、細目が一般経費、細々目が道路維持一般経費でございますが、この

うちの人件費につきましては、先ほども申し上げましたように嘱託職員一人、臨時職員３

人が１班でございますが、これを２班で対応しとるわけですけども、雇用日数の関係で３

班をローテーションしております。そういった関係からこのような形で上げさせていただ

いております。 

 需用費につきましては、バリケード、点滅灯、土のうなどでございまして、あと作業服、

防寒着、安全靴などでございます。 
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 車両維持費につきましては、パトロールカー１台、そして補修作業車２台、ショベルカ

ー１台の維持管理費でございます。 

 次に、予算科目が道路維持費、細目が道路維持補修費、細々目が道路維持補修費につき

まして、原材料費でございますが、これは常温合材であったり、砕石、あとグレーチング

や側溝のふたなどでございます。合計しまして5140万円でございます。 

 次に、３でございますが、国・県・市の管理する道路パトロールの体制でございます。

国の維持管理は四日市国道維持出張所が行っておりまして、パトロールは管轄範囲を１週

間に、基本的には３回行っているんですけれども、海蔵川より北は、これに加えて３回行

っておりまして、計６回行っているということでございます。 

 次に、道路補修の対応状況でございますが、道路パトロールと緊急補修作業を建設業者

さんに年間で一括契約をしております。班編成は１班体制で、上記の範囲をパトロールし

ておるということでございました。 

 次に、県の四日市建設事務所と四日市市でございますが、パトロールは１週間に５回―

―これは月曜日から金曜日の５回でございます――行っていまして、補修については、

国・県・市とも、簡易な補修については直営のパトロール班で処理していまして、これよ

りちょっと規模の大きな補修になりますと単価契約の業者に指示をしております。私ども

も国のような手法がとれないかということで、今年度、ずっと聞き取りやいろいろ調査を

しておりまして、今後も、できたら国のような体制がとれないかということで検討を重ね

ていきたいというふうに考えております。 

 次に、４番をごらんください。国・県との連携及び情報の提供についてでございますけ

ども、上記のように国・県・市の各道路管理者がパトロールをする際には、管轄外の道路

も当然通行するわけですもので、通行中に損傷を見つけたら情報を伝え合ったりして早期

に修繕に努めておるということでございます。 

 また、道路を利用されている多くの方々から情報をいただくように、各所に情報提供を

依頼しておりまして、また広報よっかいちとか、エフエムよっかいちでも広く市民にも情

報提供を呼びかけておるところでございます。あと、損傷情報が道路整備課に入り次第、

パトロール班に情報伝達をして現場調査と補修を行っております。 

 この業務は情報が入り次第即対応しておりますので、件数というものはちょっと確認は

できておりませんので、申しわけございません。 

 次に、一番下の米印のところでございますが、パトロール班は日中の勤務体制でござい
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まして、夜間や休日の道路の損傷とか、事故の情報が入ったときには道路整備課の職員が

対応しております。平均でございますけども、大体16件ほど職員が対応しておるというこ

とでございます。 

 このように、道路の維持管理は、市民に安全に利用していただけるように、日常のパト

ロールに加えてさまざまな取り組みを行って、早期発見、早期修繕に努めておるところで

ございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○ 若林河川排水課長 

 河川排水課、若林でございます。よろしくお願いいたします。 

 ４ページをごらんください。道路側溝であるとか、水路の取り扱いについて資料請求を

いただきましたので、現在における所掌区分についてまとめてまいりましたのでご説明を

させていただきます。 

 正式名称は四日市市排水対策実施要領におけます所掌区分、これは、通称「３部調整」

と呼んでおります。これは平成17年度からこの体制でやっております。 

 表をごらんください。河川につきましては、１級、２級は国・県等の管理になりますが、

準用河川、普通河川におきましては都市整備部、私どものほうで管理をしております。道

路側溝につきましては、底幅が30cm以下のものを道路側溝として取り扱っておりまして、

これを超えるものについては、下の欄にあります水路として取り扱うということになって

ございます。道路側溝の市道についているものにつきましては都市整備部道路管理課、道

路整備課で所掌しておりまして、農道についているものにつきましては商工農水部のほう

でお願いしとると、そういう状況でございます。 

 続きまして、水路でございます。水路につきましては農業用水路も含んだ形ですが、こ

れは市街化調整区域と市街化区域において所掌区分を変えておりまして、市街化調整区域

におきましては都市整備部河川排水課、市街化区域におきましては上下水道局下水建設課

のほうで所管をしていただいておるということでございます。 

 続きまして、農業用取水施設。これにつきましては、全て商工農水部のほうで面倒をみ

ていただいておるところでございます。 

 続きまして、ため池でございます。これは、農業用として使っているものにつきまして

は都市整備部河川排水課のほうで所掌させていただいておりまして、維持管理は、受益者
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さんのほうで草刈りとかの面倒を見ていただいておるような現状でございます。 

 続きまして、ため池。これは、農業の利用はないけれども、遊水機能があるよというも

のにつきましては、これ、また市街化調整区域と市街化区域で所掌は変わっておりまして、

調整区域の分は都市整備部、市街化区域のものは上下水道局ということで、市所有という

形で所有権があるものについてということでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

 

○ 清水道路管理課長 

 道路管理課の清水でございます。 

 私のほうからは、市道と農道の道路施設の区分についてご説明を申し上げます。 

 ５ページをごらんください。まず管理者についてですが、市道の場合は都市整備部、農

道は商工農水部となっております。 

 次に、整備に当たっての有効幅員ですが、市道の場合は通り抜けの４ｍ以上、農道の場

合は2.5ｍ以上となっております。ただ、市道の場合は、ちょっと備考欄をごらんいただ

きたいんですけれども、行きどまりの市道というのもございます。主に開発行為による帰

属を受けている案件がこれに当たるわけなんですけれども、奥行きが35ｍ以下の場合は幅

員が4.5ｍ以上、奥行きが35ｍを超える場合は幅員が６ｍ以上ということで市道の認定を

しているところでございます。 

 次に、舗装厚につきましては、市道は５cm、農道は３cmで、農道の場合は未舗装の場合

もございます。 

 次に、路盤厚についてですが、これは双方とも15cmで整備をしているところでございま

す。 

 次に、道路側溝につきましては、先ほど河川排水課長が説明したのと同じように、底幅

30cm以下のもので市道、農道とも管理をするというような形になっておりまして、これを

超えるものについては水路等で取り扱うというふうな形になってございます。 

 次に、地元負担の有無についてですが、市道の場合、整備に当たっての負担というのは

ございませんけれども、農道につきましては受益者負担金が必要となってございます。 

 次に、欄外の米印になりますけれども、農道を市道路線としての取り扱いについてでご

ざいますが、農道管理者のほうから市道路線としての認定の申し出があった場合に、上記

の表に示しますとおり、有効幅員、舗装厚、路盤厚、それと道路側溝等の排水施設がきち
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っと整備をされました農道につきましては市道路線として認定に取り組むこととしており

ます。 

 以上でございます。 

 

○ 川尻都市計画課長 

 私のほうから、６番、広域幹線道路整備の進捗状況について説明いたします。 

 ６ページをごらんください。北勢バイパス及び新名神高速道路、国道477号バイパスの

整備状況を示してございます。右のほう、黒い方位の下のほうの北勢バイパスの状況でご

ざいますが、平成27年度事業といたしましては用地取得及び工事、これはゴルフ場の下の

工事に一部着工できるのかなというふうに聞いてございまして、こういう予定で進めてい

くというふうに聞いております。 

 説明は以上でございます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 説明はお聞き及びのとおりです。 

 先ほども委員の皆さんにお諮りいたしましたが、この説明をもって本日の委員会は終了

したいと思います。 

 あす10時から、質疑から始めますのでよろしくお願いいたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

 

                                １５：０７閉議  


